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戦
国
時
代
の
末
期
（
西
暦
紀
元
前
三
世
紀
）
に
、
大
商
人
大
政
治
家
と
し
て
、

呂
不
章
は
活
躍
し
た
。
そ
の
伝
記
は
、
『
戦
国
策
』
や
『
史
記
』
の
な
か
に
お
さ

め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
に
は
物
語
り
的
な
要
素
が
つ
よ
く
、
そ
の

す
べ
て
が
真
実
を
伝
え
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
一
方
、
呂
不
章
の
名
を
冠

し
た
『
呂
氏
春
秋
』
が
今
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
書
物
は
、

呂
不
章
の
行
動
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
何
も
語
っ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
、

は
じ
め
に

四三二一

は
じ
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に

社
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認
識

兵
に
つ
い
て

国
家
体
制
と
秦
の
覇
業

お
わ
り
に

注

呂
不
草
と
秦
の
覇
業
ｌ
『
呂
氏
春
秋
』
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

二
千
年
以
上
も
経
過
し
た
後
世
の
我
々
に
と
っ
て
、
呂
不
章
の
真
実
の
姿
を
知

る
こ
と
は
非
常
に
む
つ
か
し
い
。

こ
の
呂
不
草
と
秦
の
始
皇
帝
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
が

多
い
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
『
呂
氏
春
秋
』
に
対
し
て
の
、
相
反
す
る
二
つ

の
見
方
が
あ
る
。
以
下
に
、
そ
れ
を
示
そ
う
。

○
蓋
し
秦
勢
彊
大
、
ゆ
く
ゆ
く
將
に
一
統
せ
ん
と
す
る
を
以
て
、
故
に
不
章
、

賓
客
を
延
き
集
め
、
各
々
聞
く
所
に
擴
り
て
、
月
令
を
撰
し
、
園
道
を
閏

（
あ
き
）
ら
か
に
し
、
人
事
を
證
す
。
天
地
陰
陽
四
時
日
月
星
辰
、
五
行

禮
義
の
震
を
の
せ
、
名
づ
け
て
春
秋
と
い
ふ
。
以
て
天
下
を
定
め
、
政
教

を
施
さ
ん
と
欲
す
る
な
り
。
（
蓋
以
秦
勢
彊
大
、
行
將
一
統
、
故
不
章
延
集

賓
客
、
各
擴
所
聞
、
撰
月
令
、
閏
園
道
、
證
人
事
、
載
天
地
陰
陽
四
時
日

月
星
辰
五
行
禮
義
之
罵
、
名
日
春
秋
、
欲
以
定
天
下
、
施
政
教
Ｉ
中
華
民

国
二
十
四
年
九
月
二
十
九
日
、
孫
人
和
）

こ
れ
は
許
維
適
の
『
呂
氏
春
秋
集
鐸
』
の
た
め
に
よ
せ
た
そ
の
師
、
孫
人
和

の
序
文
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
文
章
を
引
い
て
、
内
野
熊
一
郎
は
、
つ
ぎ
の
よ

う
に
い
う
。
「
ま
さ
に
当
っ
て
い
る
見
解
と
い
え
よ
う
。
秦
国
の
強
大
な
る
に
つ

久
富
木
成
大

三

九
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れ
、
特
に
始
皇
の
政
を
輔
佐
し
て
、
呂
不
草
が
天
下
一
統
を
企
て
た
そ
の
政
教

方
策
に
、
必
須
不
可
欠
の
も
の
や
生
活
行
事
な
ど
の
、
ｌ
天
地
・
陰
陽
・
四

時
・
日
月
・
星
辰
・
五
行
・
礼
義
の
属
を
綜
合
集
説
さ
せ
、
そ
の
基
本
を
固
め

た
も
の
で
あ
る
。
Ｉ
昭
和
五
十
一
年
、
明
徳
出
版
社
『
呂
氏
春
秋
』
七
十
四
頁
」
、

，
〆
」
。

○
呂
不
章
に
篁
奪
の
野
心
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
が
あ
っ

て
、
そ
の
こ
と
を
始
皇
に
信
じ
て
も
ら
っ
た
の
か
・
そ
れ
が
ち
ゃ
ん
と
有
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
呂
氏
春
秋
』
の
な
か
に
あ
る
の
だ
。
我
々
は
『
呂

氏
春
秋
』
を
研
究
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
そ
こ
か
ら
、
秦
の
始
皇
と
呂
不

草
と
の
衝
突
が
、
思
想
上
、
す
で
に
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
つ

れ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
（
但
要
説
呂
不
章
有
篁
奪
的

野
心
、
有
什
磨
根
擴
可
以
扇
得
始
皇
的
相
信
泥
？
有
的
、
這
根
檬
就
在
一

部
呂
氏
春
秋
、
我
椚
請
研
究
呂
氏
春
秋
咄
、
從
那
兒
可
以
知
道
秦
始
皇
和

呂
不
聿
的
衝
突
、
就
在
思
想
上
已
經
是
志
度
世
不
能
解
的
一
個
死
結
Ｉ
科

學
出
版
社
、
一
九
五
六
年
刊
、
郭
沫
若
『
十
批
判
書
』
三
九
六
頁
）

郭
沫
若
は
ま
た
、
別
の
と
こ
ろ
で
「
秦
の
始
皇
と
呂
不
草
と
は
、
思
想
上
で

も
政
治
上
で
も
、
全
く
両
極
端
を
な
す
。
（
可
見
秦
始
皇
與
呂
不
聿
、
無
論
在
思

想
上
與
政
見
上
、
都
完
全
於
雨
極
端
Ｉ
『
十
批
判
書
』
四
五
五
頁
）
」
と
の
べ
て

い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
赤
塚
忠
は
「
『
呂
氏
春
秋
』
は
…
…
秦
の

覇
業
と
は
、
む
し
ろ
対
立
す
る
。
Ｉ
昭
和
六
十
二
年
、
研
文
社
刊
、
赤
塚
忠
著

作
集
第
四
巻
『
諸
子
思
想
研
究
』
六
百
九
頁
）
」
、
と
い
う
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
『
呂
氏
春
秋
』
の
述
べ
て
い
る
内
容
が
、
秦
の
覇
業

を
助
け
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
見
方
と
、
完
全
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
す

る
見
方
と
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
相
反
す
る
二
つ
の
見
解
が
並
び
お
こ
な
わ
れ

呂
不
章
と
秦
の
覇
業
（
久
富
木
成
大
）

秦
の
荘
襄
王
は
、
人
質
と
し
て
す
ご
し
て
い
た
趙
で
の
日
々
以
来
、
秦
へ
の

帰
国
の
こ
と
、
そ
し
て
即
位
の
工
作
に
い
た
る
ま
で
、
す
べ
て
大
商
人
呂
不
章

の
援
助
を
受
け
つ
づ
け
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
・
そ
の
恩
に
報
い
る
た
め
に
、

西
暦
紀
元
前
二
百
四
十
九
年
、
秦
王
の
位
に
つ
い
た
荘
襄
王
は
、
呂
不
章
を
丞

相
、
つ
ま
り
総
理
大
臣
に
任
じ
、
文
信
侯
と
い
う
称
号
と
十
万
戸
の
所
領
と
を

与
え
た
・
即
位
の
の
ち
三
年
に
し
て
死
亡
し
た
荘
襄
王
の
あ
と
を
つ
い
だ
の
は
、①

わ
ず
か
に
十
三
歳
に
し
か
な
ら
な
い
、
太
子
の
政
で
あ
っ
た
。
こ
の
幼
い
秦
王

の
も
と
で
も
、
呂
不
章
は
尊
ば
れ
た
。
王
は
彼
を
、
丞
相
よ
り
も
高
位
の
相
国

②
③

に
任
じ
、
し
か
も
父
に
つ
ぐ
も
の
と
し
て
仲
父
と
呼
ん
だ
。
こ
の
よ
う
な
、
秦

王
の
権
力
を
背
景
に
し
た
呂
不
章
の
広
範
な
活
動
の
う
ち
、
以
下
の
よ
う
な
こ

と
が
ら
に
注
目
し
て
み
た
い
。

○
不
章
の
家
憧
萬
人
。
こ
の
時
に
あ
た
り
、
魏
に
信
陵
君
あ
り
、
楚
に
春
申

君
あ
り
、
趙
に
平
原
君
あ
り
、
齊
に
孟
嘗
君
あ
り
、
み
な
士
に
下
り
賓
客

を
喜
び
、
以
て
相
傾
く
。
呂
不
章
、
秦
の
彊
を
以
て
如
（
し
）
か
ざ
る
を

差
ぢ
、
ま
た
士
を
招
致
し
、
厚
く
こ
れ
を
遇
す
。
食
客
三
千
人
に
至
る
。

こ
の
時
、
諸
侯
に
辮
士
多
し
。
筍
卿
の
徒
の
ご
と
き
、
書
を
著
は
し
て
天

下
に
布
く
。
呂
不
菫
、
乃
ち
其
客
を
し
て
人
び
と
聞
く
と
こ
ろ
を
著
は
さ

し
め
、
集
論
し
て
以
て
八
寶
・
六
論
・
十
二
紀
、
二
十
餘
萬
言
を
つ
く
り
、

て
い
る
の
で
あ
る
。
小
稿
に
お
い
て
は
、
は
た
し
て
ど
ち
ら
の
立
場
が
妥
当
な

も
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
な
お
、
こ
こ
で
拠
っ
た
『
呂

氏
春
秋
』
の
本
文
は
、
清
の
畢
玩
の
校
正
本
で
あ
る
。

一
、
社
会
認
識

四
○
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お
も
へ
ら
く
、
天
地
萬
物
古
今
の
事
を
備
ふ
、
と
。
號
し
て
呂
氏
春
秋
と

い
ふ
。
威
陽
の
市
門
に
布
き
、
千
金
を
そ
の
上
に
懸
け
、
諸
侯
の
瀧
士
賓

客
を
延
（
ひ
）
き
、
よ
く
一
宇
を
増
損
す
る
者
あ
ら
ば
、
千
金
を
予
へ
ん
、

と
。
（
不
章
家
憧
萬
人
、
當
是
時
、
魏
有
信
陵
君
、
楚
有
春
申
君
、
趙
有
平

原
君
、
齊
有
孟
嘗
君
、
皆
下
士
、
喜
賓
客
、
以
相
傾
、
呂
不
草
以
秦
之
彊
、

差
不
如
、
亦
招
致
士
、
厚
遇
之
、
至
食
客
三
千
人
、
是
時
諸
侯
多
辮
士
、

如
筍
卿
之
徒
、
著
書
布
天
下
、
呂
不
章
乃
使
其
客
人
人
著
所
聞
、
集
論
以

爲
八
寶
、
六
論
、
十
二
紀
、
二
十
餘
萬
言
、
以
爲
備
天
地
萬
物
古
今
之
事
、

號
日
呂
氏
春
秋
、
布
威
陽
市
門
、
懸
千
金
其
上
、
延
諸
侯
勝
士
賓
客
、
有

能
増
損
一
字
者
予
千
金
Ｉ
『
史
記
』
巻
八
十
五
、
呂
不
聿
列
傳
第
二
十
五
）

『
呂
氏
春
秋
』
の
編
集
を
め
ぐ
っ
て
の
、
『
史
記
』
の
こ
の
記
述
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
。
我
々
が
こ
こ
で
特
に
関
心
を
い
だ
く
の
は
、
呂
不
章
の
〃
食
客
三

千
人
〃
の
な
か
か
ら
、
『
呂
氏
春
秋
』
の
編
纂
に
直
接
に
参
加
し
た
複
数
の
学
者

た
ち
に
つ
い
て
で
あ
る
。
後
世
の
我
々
に
対
し
て
は
、
そ
の
一
人
と
い
え
ど
も
、

具
体
的
な
彼
ら
の
姓
名
は
伝
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
『
呂
氏
春
秋
』
は
、

こ
こ
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
「
八
寶
・
六
論
・
十
二
紀
」
と
い
う
順
序
で
は
な
く
、

④

「
十
二
紀
、
八
寶
・
六
論
」
と
い
う
か
た
ち
で
今
に
伝
え
ら
れ
、
そ
の
編
集
に

参
加
し
た
人
々
の
見
聞
と
主
張
と
を
、
我
々
に
知
ら
せ
て
く
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
『
呂
氏
春
秋
』
の
編
集
に
た
ず
さ
わ
っ
た
人
々
を
、
仮
に
こ
こ
で
は
〃
呂

氏
グ
ル
ー
プ
〃
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
そ
ミ
フ
し
て
、
『
呂
氏
春
秋
』
の
な
か
で

展
開
さ
れ
て
い
る
多
様
な
話
題
を
通
じ
て
、
彼
ら
の
思
想
の
本
質
、
特
に
秦
帝

国
の
出
現
に
か
か
わ
る
こ
と
と
し
て
の
そ
れ
を
、
と
ら
え
て
み
た
い
と
思
う
。

㈹
呂
氏
グ
ル
ー
プ
の
国
家
観
の
一
側
面

呂
氏
グ
ル
ー
プ
で
は
、
そ
の
い
ろ
い
ろ
な
思
想
的
立
場
の
ち
が
い
を
反
映
し

呂
不
章
と
秦
の
覇
業
（
久
富
木
成
大
）

て
、
社
会
お
よ
び
国
家
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
考
え
に
も
、
多
様
な
側
面
を
の

ぞ
か
せ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
、
う
ち
、
こ
こ
で
は
、
し
ば
し
ば
説
か
れ
て
い
る
以

下
の
よ
、
フ
な
見
解
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。

○
湯
、
伊
尹
に
問
う
て
曰
く
、
天
下
を
取
ら
ん
と
欲
せ
ば
若
何
に
せ
ん
、
と
。

伊
尹
對
へ
て
曰
く
、
天
下
を
取
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
天
下
を
取
る
べ
か
ら
ず
。

取
る
べ
く
ん
ば
、
身
ま
さ
に
先
づ
取
ら
ん
と
せ
ん
、
と
。
お
よ
そ
事
の
本

は
必
ず
先
づ
身
を
治
む
。
…
…
む
か
し
先
聖
王
、
そ
の
身
を
成
し
て
天
下

成
り
、
そ
の
身
を
治
め
て
天
下
治
ま
れ
り
。
故
に
善
く
響
す
る
も
の
は
、

響
に
於
て
せ
ず
し
て
聲
に
お
い
て
し
、
善
く
影
す
る
も
の
は
、
影
に
於
て

せ
ず
し
て
形
に
於
て
し
、
天
下
を
爲
（
を
さ
）
む
る
も
の
は
、
天
下
に
於

て
せ
ず
し
て
身
に
於
て
す
。
詩
に
曰
く
、
淑
人
君
子
、
そ
の
儀
た
が
は
ず
、

こ
の
四
國
を
正
す
、
と
。
こ
れ
を
身
に
正
し
く
す
る
を
言
へ
る
な
り
。
（
湯

問
伊
尹
日
、
欲
取
天
下
若
何
、
伊
尹
對
日
、
欲
取
天
下
、
天
下
不
可
取
、

可
取
身
將
先
取
、
凡
事
之
本
、
必
先
治
身
、
…
…
昔
者
先
聖
王
、
成
其
身

而
天
下
成
、
治
其
身
而
天
下
治
、
故
善
響
者
、
不
於
響
於
聲
、
善
影
者
不

於
影
於
形
、
爲
天
下
者
、
不
於
天
下
於
身
、
詩
日
、
淑
人
君
子
、
其
儀
不

威
、
正
是
四
國
、
言
正
諸
身
也
Ｉ
『
呂
氏
春
秋
』
季
春
紀
、
第
三
、
先
己
）

⑤

こ
こ
で
伊
尹
の
こ
と
ば
と
し
て
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
以
下
の
ご
と
く
な

る
。
つ
ま
り
、
自
分
自
身
を
広
い
い
み
で
〃
正
し
く
″
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
為

政
者
の
第
一
に
な
す
べ
き
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
実
現
し
て
初
め
て
天

下
を
治
め
る
た
め
の
基
礎
が
確
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
、
と
。
身
を
治
め
る
こ
と

が
本
で
あ
っ
て
、
天
下
を
治
め
る
こ
と
は
、
や
や
強
調
し
て
い
え
ば
、
末
で
あ

る
と
い
う
。
治
身
治
国
に
つ
い
て
の
本
末
に
対
す
る
こ
の
認
識
こ
そ
が
、
実
は

天
下
を
治
め
る
に
あ
た
っ
て
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
の
で
あ
る

四
一
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と
、
伊
尹
は
主
張
す
る
。
本
末
の
順
序
は
一
応
ぬ
き
に
し
て
、
で
は
、
な
ぜ
身

を
治
め
る
こ
と
と
国
を
治
め
る
こ
と
と
が
同
列
の
こ
と
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
古
代
中
国
の
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
ど
の
よ
う
な
見
解
を

基
礎
に
し
て
な
り
た
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
以
下
の
引
用
文
に

の
べ
る
と
こ
ろ
の
、
人
と
天
地
万
物
と
が
一
体
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
も
と
づ

い
て
い
る
の
で
あ
る
。

○
天
、
人
を
生
じ
て
貧
る
あ
り
欲
す
る
あ
ら
し
む
。
欲
に
情
あ
り
、
情
に
節

あ
り
ｐ
聖
人
は
節
を
修
め
て
以
て
欲
を
止
む
。
故
に
そ
の
情
を
行
ふ
や
過

た
ざ
る
な
り
。
…
…
古
人
の
道
を
得
し
も
の
は
、
生
く
る
に
壽
長
を
以
て

し
、
聲
色
滋
味
、
よ
く
久
し
く
こ
れ
を
楽
し
み
し
は
な
に
ゆ
え
ぞ
。
論
早

く
定
れ
ば
な
り
。
論
早
く
定
れ
ば
、
則
ち
早
く
沓
（
を
し
）
む
を
知
る
。

早
く
音
む
を
知
れ
ば
、
則
ち
精
つ
き
ず
。
秋
早
く
寒
け
れ
ば
、
則
ち
冬
必

ら
ず
煙
（
あ
た
た
）
か
な
り
。
春
に
雨
多
け
れ
ば
、
則
ち
夏
必
ら
ず
旱
す
。

天
地
は
雨
（
ふ
た
つ
）
な
が
ら
な
る
能
は
ず
。
而
る
を
況
ん
や
人
類
に
於

て
を
や
。
人
の
天
地
に
於
け
る
や
同
じ
。
萬
物
の
形
異
な
り
と
錐
も
、
そ

の
情
は
一
鰐
な
り
。
故
に
古
へ
の
身
と
天
下
と
を
治
め
し
も
の
は
、
必
ず

天
地
に
法
り
し
な
り
。
（
天
生
人
而
使
有
貧
有
欲
、
欲
有
情
、
情
有
節
、
聖

人
修
節
以
止
欲
、
故
不
過
行
其
情
也
。
…
…
古
人
得
道
者
、
生
以
壽
長
、

聲
色
滋
味
、
能
久
樂
之
実
故
、
論
早
定
也
、
論
早
定
、
則
知
早
薔
、
知
早

音
、
則
精
不
掲
、
秋
早
寒
、
則
冬
必
煙
美
、
春
多
雨
、
則
夏
必
旱
美
、
天

地
不
能
雨
、
而
況
於
人
類
乎
、
人
之
與
天
地
也
同
、
萬
物
之
形
錐
異
、
其

情
一
禮
也
、
故
古
之
治
身
與
天
下
者
、
必
法
天
地
也
Ｉ
『
呂
氏
春
秋
』
巻

第
二
、
仲
春
紀
第
二
、
情
欲
）

こ
こ
で
は
、
欲
望
の
作
用
と
し
て
の
〃
情
″
に
、
節
制
の
あ
る
こ
と
が
必
要

呂
不
章
と
秦
の
覇
業
（
久
富
木
成
大
）

な
こ
と
を
、
先
ず
い
う
。
そ
れ
は
、
生
命
を
愛
す
る
も
の
こ
そ
、
〃
情
〃
が
過
度

に
な
ら
な
い
よ
う
に
注
意
工
夫
し
て
い
る
と
い
う
、
古
来
の
実
例
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
若
年
に
し
て
〃
情
″
が
適
度
で
あ
る
人
は
、
健
康
で
長
生
し
、
末
な

が
く
欲
望
を
味
わ
い
、
人
生
を
楽
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
〃
情
″

に
は
、
適
度
と
過
度
が
あ
り
、
前
者
は
生
を
好
み
、
天
の
道
に
そ
っ
て
長
寿
を

得
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
後
者
は
欲
望
に
お
ぼ
れ
、
体
を
こ
わ
し
、
多
病
の
う

ち
に
短
命
を
ま
ね
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
引
い
た
文
章
に
よ
る
と
、

〃
情
″
は
人
間
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
人
間
を
作
っ
た
天
そ
の
も
の
に
も

あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
人
間
の
〃
情
″
に
適
度
と
過
度
と
が
あ
っ
た
よ
う

に
、
天
の
〃
情
″
に
も
、
こ
の
よ
う
な
二
面
性
が
あ
る
と
、
こ
こ
で
は
い
う
。

そ
の
こ
と
を
、
寒
気
や
雨
気
も
過
度
で
あ
れ
ば
、
い
ず
れ
も
長
つ
づ
き
は
し
な

い
う
え
に
、
そ
の
反
動
と
し
て
の
、
不
順
な
気
候
が
お
と
ず
れ
る
こ
と
を
引
い

て
、
こ
こ
で
は
証
し
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
天
も
、
そ
の
創
造
物
と
し

て
の
人
間
も
、
と
も
に
〃
情
″
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
人
間
だ
け
で
は

な
い
。
万
物
が
、
天
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
み
な
〃
情
″
を

も
つ
と
い
う
。
そ
れ
ら
の
〃
情
″
に
は
ま
た
、
例
外
な
く
二
面
性
が
あ
る
の
で

あ
る
。
〃
情
〃
の
、
こ
の
よ
う
な
二
面
性
を
共
有
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
万

物
は
一
体
で
あ
る
と
、
こ
こ
で
は
い
う
。
だ
と
す
る
と
、
万
物
の
な
か
の
一
つ

で
あ
る
国
家
と
、
同
じ
く
万
物
の
一
つ
で
あ
る
人
間
と
、
事
情
を
異
に
す
る
は

ず
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
の
〃
情
″
と
、
人
間
の
〃
情
″
と
、
と
も
に

適
度
を
保
た
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
〃
情
〃
を
な
か
だ
ち
と
し
て
、
国
家

と
人
間
と
は
、
一
体
で
あ
る
と
い
、
フ
認
識
が
呂
氏
グ
ル
ー
プ
に
は
あ
っ
た
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
、
フ
し
て
、
彼
ら
の
あ
い
だ
に
は
、
人
間
の

四
一

一
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〃
情
″
を
確
立
す
る
こ
と
が
先
決
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
国
家
の

〃
情
″
も
適
度
の
か
た
ち
を
と
り
に
く
い
の
で
あ
る
と
す
る
考
え
が
支
配
的
に

存
在
し
て
い
た
・
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
こ
の
項
の
冒
頭
に
引
い
た
文
章
に
よ
っ

て
み
て
き
た
ご
と
く
で
あ
る
。

○
お
よ
そ
人
主
は
、
必
ら
ず
分
を
審
（
あ
き
ら
）
か
に
す
。
然
し
て
の
ち
、

治
も
っ
て
至
る
べ
し
。
姦
億
邪
辞
の
塗
も
っ
て
息
む
く
し
。
悪
気
苛
疾
よ

り
て
至
る
な
し
。
そ
れ
身
を
治
む
る
と
國
を
治
む
る
と
は
、
一
理
の
術
な

り
。
（
凡
人
主
必
審
分
、
然
後
治
可
至
、
姦
億
邪
辞
之
塗
可
以
息
、
悪
氣
苛

疾
無
自
至
、
夫
治
身
與
治
國
、
一
理
之
術
也
Ｉ
『
呂
氏
春
秋
』
巻
第
十
七
、

審
分
寶
第
五
、
審
分
寶
）

⑥

こ
こ
で
い
う
「
分
を
あ
き
ら
か
に
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
旧
注
に
〃
分
〃

を
、
「
仁
義
礼
律
殺
生
與
奪
の
分
を
い
う
な
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
礼
制
上
の
身

分
と
権
力
と
を
確
立
す
る
こ
と
を
い
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
こ
と
の
確
立
は
、

こ
の
よ
う
な
〃
分
〃
を
主
張
す
る
に
足
る
、
調
和
の
と
れ
た
人
格
の
完
成
を
目

ざ
す
こ
と
と
無
縁
の
こ
と
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
人
格
の
存
在

を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
る
、
フ
。
ま
た
、
そ
う
し
た
人
格
と
、

前
述
の
欲
望
の
作
用
と
し
て
の
〃
情
″
が
中
正
を
え
て
い
る
こ
と
と
は
、
無
縁

で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
、
広
い
い
み
で
一
身
の
お
さ
ま
っ
た
諸
侯
・
王
が
あ
っ

て
は
じ
め
て
、
こ
こ
に
引
い
た
文
章
で
い
う
よ
う
に
、
「
然
し
て
後
」
国
が
治
ま

る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
国
が
治
ま
っ
た
状
態
を
、
こ
こ

で
は
「
姦
偽
邪
辞
の
塗
、
以
て
や
む
べ
し
」
、
と
政
刑
の
安
定
の
面
か
ら
い
い
、

「
悪
気
苛
疾
よ
り
て
至
る
な
し
」
と
、
民
衆
の
健
康
と
健
全
の
方
面
か
ら
も
の

べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
も
や
は
り
、
人
間
と
し
て
の
「
君
主
」
の

身
を
お
さ
め
る
こ
と
が
〃
本
″
で
あ
り
、
国
が
治
ま
る
こ
と
は
、
順
序
か
ら
し

呂
不
章
と
秦
の
覇
業
（
久
富
木
成
大
）

て
ま
ず
、
〃
末
〃
と
い
、
フ
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
こ
こ
に
引
い
た

と
こ
ろ
で
は
、
結
論
と
し
て
、
身
を
治
め
る
こ
と
と
、
国
を
治
め
る
こ
と
と
は
、

「
一
理
の
術
」
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
に
、
呂
氏
グ
ル
ー
プ
の
、
国
家
と
い
う

も
の
に
対
し
て
の
見
方
の
、
一
つ
の
視
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

国
家
を
治
め
る
原
理
は
、
一
身
を
健
全
に
保
つ
原
理
と
共
通
の
も
の
で
あ
る
と

い
う
考
え
で
あ
り
、
一
身
の
健
不
全
と
、
一
国
の
治
乱
と
興
亡
と
は
、
い
ず
れ

も
そ
の
原
理
が
共
通
の
も
の
で
あ
る
と
、
呂
氏
グ
ル
ー
プ
で
は
考
え
る
の
で
あ

つ
（
》
。

③
呂
氏
グ
ル
ー
プ
の
現
状
認
識

○
こ
れ
周
の
封
ぜ
し
と
こ
ろ
四
百
餘
、
國
を
服
せ
し
こ
と
八
百
餘
、
今
存
す

る
も
の
な
し
。
存
す
と
錐
も
、
み
な
當
に
亡
ぶ
べ
き
な
り
。
：
…
・
今
周
室

は
既
に
滅
び
、
天
子
は
既
に
塵
せ
ら
る
。
凱
は
天
子
な
き
よ
り
大
な
る
は

な
し
。
天
子
な
く
ん
ば
、
則
ち
彊
は
弱
に
勝
ち
、
衆
は
寡
を
暴
ひ
、
兵
を

以
て
相
劉
（
あ
い
ほ
ろ
ぼ
）
し
、
休
息
を
得
ず
、
而
し
て
俵
す
す
む
。
今

の
世
は
こ
れ
に
當
れ
り
。
（
此
周
之
所
封
四
百
餘
、
服
國
八
百
餘
、
今
無
存

者
美
、
錐
存
皆
當
亡
芙
、
．
…
：
今
周
室
既
滅
、
天
子
既
塵
、
飢
莫
大
於
無

天
子
、
無
天
子
、
則
彊
者
勝
弱
、
衆
者
暴
寡
、
以
兵
相
劉
、
不
得
休
息
而

俵
進
、
今
之
世
當
之
Ｉ
『
呂
氏
春
秋
』
巻
第
十
六
、
先
識
寶
第
四
、
観
世
）

秦
の
荘
襄
王
に
よ
っ
て
東
周
王
室
が
亡
ぼ
さ
れ
た
の
は
、
呂
不
菫
が
荘
襄
王

の
も
と
で
す
で
に
相
と
な
っ
て
い
た
、
西
暦
紀
元
前
二
四
九
年
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
天
子
が
こ
う
し
て
存
在
し
な
く
な
り
、
そ
の
た
め
、
今
の
世
は
乱
世
の
き

わ
み
で
あ
る
と
い
、
フ
。
そ
の
実
態
は
こ
こ
に
描
写
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
力
の

強
い
も
の
が
弱
者
を
し
の
ぎ
、
数
の
多
い
も
の
が
少
数
者
を
圧
迫
し
、
武
力
が

横
暴
を
き
わ
め
、
人
に
へ
つ
ら
う
も
の
が
上
位
を
占
め
て
い
る
と
い
う
、
乱
脈

四
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腐
敗
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
。
で
は
、
こ
う
し
た
、
〃
今
の
世
″
の
、
〃
乱
〃

は
な
ぜ
お
こ
っ
た
の
か
。
ま
た
、
そ
の
〃
乱
″
の
本
質
は
何
で
あ
る
の
か
。
呂

氏
グ
ル
ー
プ
の
い
う
と
こ
ろ
を
聞
い
て
み
た
い
・

○
三
代
は
善
不
善
を
分
ち
し
が
故
に
王
た
り
。
今
天
下
い
よ
い
よ
衰
へ
、
聖

王
の
道
塵
絶
し
、
世
主
は
多
く
そ
の
歓
樂
を
盛
ん
に
し
、
そ
の
鐘
鼓
を
大

い
に
し
、
そ
の
臺
樹
苑
囿
を
侈
い
に
し
、
以
て
人
の
財
を
奪
ひ
、
輕
々
し

く
民
の
死
を
用
い
、
以
て
そ
の
盆
を
行
ふ
。
老
弱
凍
饅
、
天
謄
壯
狡
、
ほ

と
ん
ど
毒
き
て
窮
り
屈
し
、
加
ふ
る
に
死
盧
を
以
て
し
、
無
皐
の
國
を
攻

め
て
以
て
地
を
索
め
、
不
睾
の
民
を
詠
し
て
以
て
利
を
求
め
、
而
も
宗
廟

の
安
き
と
、
肚
穫
の
危
ふ
か
ら
ざ
る
と
を
欲
す
。
ま
た
難
か
ら
ず
や
。
（
三

代
分
善
不
善
、
故
王
、
今
天
下
彌
衰
、
聖
王
之
道
騒
絶
、
世
主
多
盛
其
歎

樂
、
大
其
鐘
鼓
、
侈
其
臺
樹
苑
囿
、
以
奪
人
財
、
輕
用
民
死
、
以
行
其
盆
、

老
弱
凍
餓
、
天
謄
壯
狡
吃
壼
窮
屈
、
加
以
死
盧
、
攻
無
皐
之
國
、
以
索
地
、

詠
不
睾
之
民
、
以
求
利
、
而
欲
宗
廟
之
安
也
、
祗
穆
之
不
危
也
、
不
亦
難

乎
Ｉ
『
呂
氏
春
秋
』
巻
第
十
三
、
有
始
寶
第
一
、
鶏
言
）

〃
乱
″
の
本
質
は
、
こ
こ
に
い
う
よ
う
に
、
「
聖
王
の
道
廃
絶
す
」
と
い
う
こ

と
に
尽
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
事
情
は
、
「
世
主
そ
の
歓
楽
を
盛
ん
に
し

云
々
」
以
下
に
詳
細
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
諸
侯
や
王
の
、
過
度
の

欲
望
追
求
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
主
た
る
も
の
の
〃
情
″
が
適
度

で
な
い
と
い
、
う
こ
と
が
、
〃
乱
″
の
そ
も
そ
も
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
い
、
フ
。

そ
う
し
て
、
そ
の
よ
う
な
人
主
に
は
、
国
家
の
〃
情
″
を
中
正
に
保
ち
、
運
用

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
が
こ
こ
に
い
、
７
「
無
皐
の
国
を
攻
め
て
、
以
て

地
を
索
め
、
不
睾
の
民
を
詠
し
て
以
て
利
を
求
め
」
云
々
の
、
い
わ
ゆ
る
〃
乱
″

を
ま
ね
く
と
こ
ろ
の
、
軍
事
行
動
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し

呂
不
章
と
秦
の
覇
業
（
久
富
木
成
大
）

前
章
で
は
呂
氏
グ
ル
ー
プ
の
現
状
認
識
と
、
そ
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い

て
み
て
き
た
。
こ
こ
で
は
そ
、
フ
し
た
状
況
が
、
い
か
な
る
時
間
構
造
の
な
か
に

位
置
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
考

え
て
み
た
い
・

世
の
万
物
は
運
動
し
て
お
り
、
そ
の
動
き
方
が
円
形
を
と
っ
て
い
る
と
す
る

み
か
た
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
数
々
に
つ
い
て
、
『
呂
氏
春
秋
』
で
は
つ
ぎ
の
よ
う

に
と
り
上
げ
て
い
る
。

○
天
道
は
園
に
、
地
道
は
方
な
り
。
聖
王
こ
れ
に
法
り
、
上
下
を
立
つ
る
ゆ

え
ん
な
り
。
何
を
以
て
天
道
の
園
き
を
説
く
。
精
氣
は
一
上
一
下
、
園
周

復
篠
、
稽
函
す
る
と
こ
ろ
な
け
れ
ば
な
り
。
故
に
曰
く
、
天
道
は
園
な
り

と
。
何
を
以
て
地
道
の
方
な
る
を
説
く
。
萬
物
は
類
を
殊
に
し
、
形
を
殊

に
し
、
み
な
分
職
あ
り
て
相
な
す
能
は
ず
。
故
に
曰
く
地
道
は
方
な
り
と
。

て
、
人
主
が
ま
ず
中
正
で
な
い
〃
情
″
を
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
ず
自
己

の
身
を
あ
や
ま
る
。
こ
れ
は
一
身
上
に
あ
っ
て
は
諸
病
を
ま
ね
く
大
き
な
原
因

で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
心
身
の
状
況
を
、
広
い
い
み
で
狂
気
を
発
し
た
状
態
と
、

⑦

呂
氏
グ
ル
ー
プ
は
見
な
す
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
今
の
世
の
〃
乱
″
こ
そ
は
、

結
局
は
、
国
家
的
レ
ベ
ル
で
の
、
狂
気
の
発
作
と
呂
氏
グ
ル
ー
プ
は
考
え
る
の

で
あ
る
。
で
は
、
呂
氏
グ
ル
ー
プ
は
、
人
主
の
〃
情
″
の
過
度
の
作
用
に
由
来

す
る
、
国
家
的
レ
ベ
ル
で
の
こ
の
狂
気
の
発
作
を
い
か
に
し
て
し
ず
め
よ
う
と

し
、
な
お
か
つ
国
家
自
体
を
、
ど
の
よ
う
な
方
向
、
つ
ま
り
体
制
に
持
っ
て
い

こ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
に
章
を
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

二
、
時
間
認
識

四
四
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主
は
園
を
執
り
、
臣
は
方
に
虚
り
、
方
園
か
は
ら
ざ
れ
ば
、
そ
の
國
乃
ち

さ
か
ゆ
。
日
夜
一
周
す
る
は
園
道
な
り
。
月
二
十
八
宿
に
膿
（
や
ど
）
り
、

診
と
角
と
属
す
る
は
、
園
道
な
り
。
精
四
時
に
行
は
れ
、
一
上
一
下
、
お

の
お
の
與
に
遇
ふ
は
、
園
道
な
り
。
物
動
け
ば
則
ち
萌
し
、
萌
し
て
生
じ
、

生
じ
て
長
じ
、
長
じ
て
大
に
、
大
に
し
て
成
る
。
成
れ
ば
乃
ち
衰
へ
、
衰

ふ
れ
ば
則
ち
殺
し
、
殺
す
れ
ば
則
ち
藏
す
る
は
、
園
道
な
り
。
雲
氣
西
行
、

云
云
然
と
し
て
冬
夏
綴
ま
ず
。
水
泉
東
流
、
日
夜
休
ま
ず
。
上
は
喝
き
ず
、

下
は
滿
（
あ
ふ
）
れ
ず
。
小
の
大
を
爲
し
、
重
の
輕
を
な
す
は
園
道
な
り
。

黄
帝
曰
く
、
帝
は
常
虎
な
き
な
り
。
虚
あ
る
も
の
は
、
乃
ち
虎
な
き
な
り
、

と
。
以
て
刑
秦
せ
ざ
る
を
い
へ
る
は
、
園
道
な
り
。
人
の
籔
は
九
。
一
に

ふ
さ
が
る
と
こ
ろ
あ
れ
ば
、
則
ち
八
む
な
し
。
八
む
な
し
き
こ
と
甚
だ
久

し
け
れ
ば
、
則
ち
身
尭
る
。
故
に
唯
し
て
蕊
す
れ
ば
唯
や
み
、
蕊
し
て
硯

す
れ
ば
鶏
や
む
。
言
を
以
て
一
を
説
く
、
一
と
ど
ま
る
を
欲
せ
ず
、
酉
運

し
て
敗
を
な
す
は
園
道
な
り
。
一
や
齋
に
し
て
至
貴
な
り
。
そ
の
原
を
知

る
な
く
、
そ
の
端
を
知
る
な
く
、
そ
の
始
を
知
る
な
く
、
そ
の
終
を
知
る

な
し
。
而
も
万
物
も
っ
て
宗
と
な
す
。
聖
王
は
こ
れ
に
法
り
、
以
て
そ
の

性
に
令
し
、
以
て
そ
の
正
を
定
め
、
以
て
號
令
を
出
す
。
令
、
主
口
よ
り

出
で
、
官
職
う
け
て
こ
れ
を
行
ひ
、
日
夜
休
ま
ず
。
宣
通
下
究
、
民
心
を

臓
（
ひ
た
）
し
、
四
方
に
遂
げ
、
還
周
復
歸
、
主
所
に
至
る
は
、
園
道
な

り
。
（
天
道
園
、
地
道
方
、
聖
王
法
之
、
所
以
立
上
下
、
何
以
説
天
道
之
園

也
、
精
氣
一
上
一
下
、
園
周
復
榛
、
無
所
稽
酉
、
故
日
天
道
園
、
何
以
説

地
道
之
方
也
、
萬
物
殊
類
殊
形
、
皆
有
分
職
、
不
能
相
爲
、
故
日
地
道
方
、

主
執
園
臣
虎
方
、
方
園
不
易
、
其
國
乃
昌
、
日
夜
一
周
、
園
道
也
、
月
纒

二
十
八
宿
、
診
與
角
罵
園
道
也
、
精
行
四
時
、
一
上
一
下
、
各
與
遇
、
園

呂
不
章
と
秦
の
覇
業
（
久
富
木
成
大
）

道
也
、
物
動
則
萌
、
萌
而
生
、
生
而
長
、
長
而
大
、
大
而
成
、
成
乃
衰
、

衰
乃
殺
、
殺
乃
藏
、
園
道
也
、
雲
氣
西
行
、
云
云
然
、
冬
夏
不
綴
、
水
泉

東
流
、
日
夜
不
休
、
上
不
掲
、
下
不
滿
、
小
爲
大
、
重
爲
輕
、
園
道
也
、

黄
帝
日
、
帝
無
常
虚
也
、
有
虚
者
乃
無
虚
也
、
以
言
不
刑
毒
、
園
道
也
、

人
之
籔
九
、
一
有
所
居
則
八
虚
、
八
虚
甚
久
則
身
蕊
、
故
唯
而
鶏
唯
止
、

鶏
而
覗
鶏
止
、
以
言
説
一
、
一
不
欲
酉
、
酉
運
爲
敗
、
園
道
也
、
一
也
齋

至
貴
、
莫
知
其
原
、
莫
知
其
端
、
莫
知
其
始
、
莫
知
其
終
、
而
萬
物
以
爲

宗
、
聖
王
法
之
、
以
令
其
性
、
以
定
其
正
、
以
出
號
令
、
令
出
於
主
口
、

官
職
受
而
行
之
、
日
夜
不
休
宣
邇
下
究
、
滅
於
民
心
、
逢
於
四
方
、
還
周

復
歸
、
至
於
主
所
、
園
道
也
Ｉ
『
呂
氏
春
秋
』
巻
第
三
、
季
春
紀
第
三
、

園
道
）

こ
こ
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ま
ず
、
天
の
動
き
が
〃
園
″
つ
ま
り
、
〃
ま

る
い
〃
も
の
で
あ
る
と
い
、
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
、
フ
し
て
、
天
の
そ
の
動
き
を
反

映
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
、
人
間
の
身
近
か
な
環
境
で
は
、
以
下
の
ご
と
き
も

の
が
あ
る
。
昼
と
夜
の
く
り
か
え
し
。
月
の
う
さ
ぎ
。
四
季
の
う
つ
る
い
。
万

物
、
た
と
え
ば
植
物
の
萌
（
め
ば
え
）
と
枯
死
の
く
り
か
え
し
の
さ
ま
。
生
じ

て
は
消
え
、
わ
い
て
は
流
れ
る
こ
と
を
く
り
か
え
す
、
雲
や
水
の
流
れ
。
天
道

に
の
っ
と
っ
て
無
為
に
し
て
化
す
、
と
い
う
こ
と
を
常
行
と
し
て
い
る
、
帝
王

の
行
動
。
と
ど
こ
お
る
こ
と
の
な
い
、
人
間
の
諸
器
官
の
う
ご
き
。
帝
王
の
叡

智
に
あ
ふ
れ
た
命
令
と
、
そ
れ
に
対
す
る
民
衆
の
反
応
。
こ
の
よ
う
に
、
人
間

な
い
し
は
そ
の
ま
わ
り
に
あ
る
も
の
は
、
天
と
同
じ
く
、
〃
ま
る
い
〃
動
き
を
く

り
か
え
し
て
い
る
と
い
、
７
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
、
フ
な
万
物
の
運
動
、
世
界
の
動

き
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
、
フ
な
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
ら
れ
て
も
い
る
。

○
天
地
は
車
輪
の
ご
と
く
、
終
れ
ば
則
ち
ま
た
始
ま
り
、
極
れ
ば
則
ち
ま
た

四
五
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反
り
、
み
な
あ
は
ざ
る
な
し
。
日
月
星
辰
、
或
は
疾
く
或
は
徐
か
に
、

日
月
同
じ
か
ら
ず
、
以
て
そ
の
行
を
蓋
す
。
四
時
よ
よ
興
り
、
或
は
暑

く
、
或
は
寒
く
、
或
は
短
く
或
は
長
く
、
或
は
柔
に
或
は
剛
に
、
萬
物

の
出
づ
る
と
こ
ろ
、
太
一
に
造
（
は
じ
ま
）
り
、
陰
陽
に
化
す
。
（
天
地

車
輪
、
終
則
復
始
、
極
則
復
反
、
莫
不
威
當
、
日
月
星
辰
、
或
疾
或
徐
、

日
月
不
同
、
以
壼
其
行
、
四
時
代
興
、
或
暑
惑
寒
、
或
短
或
長
、
或
柔

或
剛
、
萬
物
所
出
、
造
於
太
一
、
化
於
陰
陽
Ｉ
『
呂
氏
春
秋
』
巻
第
五
、

仲
夏
紀
第
五
、
大
樂
）

天
地
の
動
き
、
そ
れ
に
則
っ
た
万
物
の
運
動
は
、
車
輪
の
よ
う
に
、
あ
る
い

は
車
輪
が
回
転
す
る
よ
う
に
、
円
運
動
を
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
う
し

て
、
そ
の
運
動
は
、
陰
陽
二
気
の
交
代
の
運
動
に
帰
一
す
る
と
、
こ
こ
で
は
述

べ
て
い
る
。
呂
氏
グ
ル
ー
プ
は
、
こ
の
よ
、
フ
に
、
世
界
を
円
運
動
の
相
で
と
ら

え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
い
う
円
運
動
と
は
ど
の
よ
う
な
性
質
の
も
の

で
あ
る
、
フ
か
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
同
じ
こ
と
の
く
り
か
え
し
で
あ
る
の
か
、
あ

る
い
は
ま
た
、
変
化
発
展
し
つ
つ
回
転
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
ど
ち
ら
で
あ
ろ

う
か
。
前
者
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
同
一
平
面
上
の
循
環
運
動
で
あ
ろ
う
し
、
後

者
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
立
体
的
ラ
セ
ン
運
動
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
答
え
を
う
る
た
め
に
、
以
下
の
よ
う
な
記
述

を
参
考
に
し
て
み
た
い
。

○
天
は
陰
陽
寒
暑
燥
淫
、
四
時
の
化
、
萬
物
の
鐘
を
生
じ
、
利
を
な
さ
ざ
る

な
く
、
害
を
な
さ
ざ
る
な
し
。
聖
人
は
陰
陽
の
宜
し
き
を
察
し
、
萬
物
の

利
を
辨
じ
、
以
て
生
に
便
に
す
。
故
に
精
神
は
形
に
安
ん
じ
て
、
年
壽
長

き
を
う
。
長
し
と
は
、
短
く
し
て
こ
れ
を
續
ぐ
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
そ
の

數
を
畢
す
な
り
。
數
を
畢
す
の
務
め
は
、
害
を
去
る
に
あ
り
。
何
を
か
害

呂
不
章
と
秦
の
覇
業
（
久
富
木
成
大
）

を
去
る
と
い
ふ
。
大
甘
・
大
酸
・
大
苦
・
大
辛
・
大
鰔
の
、
五
つ
の
も
の

形
に
充
つ
れ
ば
、
則
ち
害
を
生
ず
。
大
喜
・
大
怒
・
大
憂
・
大
恐
・
大
哀
・

の
、
五
つ
の
も
の
脚
に
接
す
れ
ば
、
則
ち
害
を
生
ず
。
大
寒
・
大
熱
・
大

燥
・
大
淫
・
大
風
・
大
霧
・
大
霧
の
七
つ
の
も
の
精
を
動
か
せ
ば
、
則
ち

害
を
生
ず
。
故
に
お
よ
そ
生
を
養
ふ
は
、
本
を
知
る
に
し
く
は
な
し
。
本

を
知
れ
ば
、
則
ち
疾
の
由
り
て
至
る
な
し
。
（
天
生
陰
陽
寒
暑
燥
淫
四
時
之

化
、
萬
物
之
愛
、
蔓
不
爲
利
、
莫
不
爲
害
、
聖
人
察
陰
陽
之
宜
、
辨
萬
物

之
利
、
以
便
生
、
故
精
紳
安
乎
形
、
而
年
壽
得
長
焉
、
長
也
者
非
短
而
續

之
也
、
畢
其
數
也
、
畢
數
之
務
、
在
乎
去
害
、
何
謂
去
害
、
大
甘
、
大
酸
、

大
苦
、
大
辛
、
大
鰔
、
五
者
充
形
、
則
生
害
美
、
大
喜
、
大
怒
、
大
憂
、

大
恐
、
大
哀
、
五
者
接
紳
、
則
生
害
美
、
大
寒
、
大
熱
、
大
燥
、
大
淫
、

大
風
、
大
森
、
大
霧
、
七
者
動
精
、
則
生
害
美
、
故
凡
養
生
莫
若
知
本
、

知
本
則
疾
無
由
至
芙
Ｉ
『
呂
氏
春
秋
』
巻
第
三
、
季
春
紀
第
三
、
壼
數
）

さ
き
に
第
一
章
で
み
た
よ
う
に
、
身
を
治
め
る
こ
と
と
、
国
を
治
め
る
こ
と

は
同
一
の
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
今
、
こ
こ
に
引

い
た
文
章
で
は
身
を
治
め
る
こ
と
に
つ
い
て
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
国
を
治
め
る
こ
と
に
対
し
て
も
ま
た
、
妥
当
す

る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
文
章
で
ま
ず
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
、
「
長
し
と
は
、
短
く
し
て
こ
れ
を
続
ぐ
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」
、
と
い
う
表
現

に
た
い
し
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
長
寿
の
こ
と
を
指
し
て
い
っ
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
一
般
化
し
て
、
以
下
の
ご
と
く
い
っ
て
も
よ
い
。
つ
ま
り
、
長
時
間
と

い
う
の
は
、
単
に
短
か
い
時
間
の
積
み
重
ね
で
あ
っ
て
は
、
意
味
が
な
い
。
例

え
ば
、
そ
の
時
々
に
お
い
て
、
身
体
に
有
害
な
も
の
を
取
り
除
い
て
い
っ
て
、

は
じ
め
て
長
寿
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
時
間
の
経
過
が
、
あ
る
も
の

四
六
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の
質
的
向
上
を
伴
な
い
つ
つ
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
真
の
意
味
で
の
時
間
の
長

さ
と
い
う
も
の
の
尊
さ
が
生
じ
な
い
。
時
間
の
長
さ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ
で
、
さ
き
に
第
一
章
で

⑧

引
い
た
、
「
天
、
人
を
生
ず
」
と
い
う
文
章
を
想
起
し
た
い
。
い
ま
、
大
甘
以
下

の
多
く
の
害
を
と
り
の
ぞ
き
な
が
ら
、
つ
ま
り
身
体
を
め
ぐ
る
諸
状
況
の
質
を

高
め
な
が
ら
、
天
が
与
え
た
と
い
う
そ
の
生
命
を
一
ぱ
い
に
生
き
る
こ
と
、
そ

れ
が
長
寿
だ
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
時
間
の
経
過
が
、

質
的
変
化
と
向
上
を
と
も
な
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
と
、

呂
氏
グ
ル
ー
プ
は
い
お
ゞ
フ
と
し
て
い
る
の
だ
と
見
て
よ
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か

ら
、
呂
氏
グ
ル
ー
プ
の
い
う
、
い
わ
ゆ
る
天
の
〃
園
道
″
な
る
も
の
の
構
造
も

明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
で
あ
る
、
フ
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
決
し
て
同
一
平
面
上
の

循
環
運
動
で
は
な
く
、
害
を
の
ぞ
き
な
が
ら
質
的
に
高
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
下
か
ら
上
へ
と
昇
っ
て
ゆ
く
、
い
わ
ゆ
る
ラ
セ
ン
型

の
運
動
だ
っ
た
の
だ
と
い
、
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
身
を
治
む
」
と
い
う
方
の
、
時
間
の
経
過
を
媒
介
と
し
て
の
み
か
た
は
、

こ
こ
に
、
こ
れ
ま
で
の
べ
て
き
た
ご
と
く
で
あ
る
。
で
は
、
そ
れ
と
並
び
称
せ

ら
れ
る
と
こ
ろ
の
「
国
を
治
め
る
」
、
つ
ま
り
国
家
・
社
会
的
側
面
に
つ
い
て
は
、

ど
、
う
な
る
で
あ
る
、
う
か
。

○
上
は
胡
（
な
ん
）
ぞ
先
王
の
法
に
の
っ
と
ら
ざ
る
。
賢
な
ら
ざ
る
に
あ
ら

ざ
る
な
り
。
そ
の
得
て
の
っ
と
る
べ
か
ら
ざ
る
を
爲
す
。
先
王
の
法
は
、

上
世
に
經
し
て
來
れ
る
も
の
な
り
。
人
あ
る
い
は
こ
れ
を
盆
し
、
人
あ
る

い
は
こ
れ
を
損
す
。
胡
ぞ
得
て
法
る
べ
き
。
人
損
盆
せ
ず
と
錐
も
、
な
ほ

得
て
法
る
べ
か
ら
ざ
る
が
如
し
。
東
夏
の
命
、
古
今
の
法
、
言
異
に
し
て

典
殊
な
り
。
故
に
古
へ
の
命
の
、
多
く
今
の
言
に
通
ぜ
ざ
る
も
の
、
今
の

呂
不
車
と
秦
の
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業
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法
の
、
多
く
古
へ
の
法
に
合
は
ざ
る
も
の
、
殊
俗
の
民
の
こ
れ
に
似
た
る

あ
り
。
…
…
お
よ
そ
先
王
の
法
は
、
時
に
要
あ
る
な
り
。
時
は
法
と
と
も

に
至
ら
ず
。
法
は
今
に
し
て
至
る
と
錐
も
、
な
ほ
法
る
べ
か
ら
ざ
る
が
若

し
。
…
…
荊
人
、
宋
を
雲
は
ん
と
欲
す
。
人
を
し
て
ま
づ
擁
水
を
表
（
し

る
）
さ
し
む
。
擁
水
に
は
か
に
急
す
。
荊
人
知
ら
ず
。
表
に
循
が
っ
て
夜

わ
た
る
。
溺
死
す
る
も
の
、
千
有
餘
人
。
軍
驚
き
て
都
舍
を
壊
る
。
贄
に

そ
の
ま
づ
こ
れ
を
表
し
し
時
は
、
導
（
わ
た
）
る
べ
か
り
し
な
り
。
今
、

水
す
で
に
愛
じ
て
ま
す
ま
す
多
し
。
荊
人
な
ほ
な
ほ
表
に
循
っ
て
こ
れ
を

導
る
。
こ
れ
そ
の
敗
れ
し
ゆ
え
ん
な
り
。
今
、
世
の
主
の
、
先
王
の
法
に

の
っ
と
る
や
、
こ
れ
に
似
た
る
あ
り
。
そ
の
時
は
す
で
に
先
王
の
法
と
儲

け
た
り
。
而
も
こ
の
先
王
の
法
と
い
ひ
、
而
も
こ
れ
に
の
っ
と
り
て
以
て

治
を
な
す
。
豈
に
悲
し
か
ら
ず
や
。
故
に
國
を
治
む
る
に
法
な
く
ん
ば
則

ち
乱
る
。
法
を
守
り
て
鍵
ぜ
ず
ん
ば
則
ち
惇
る
。
惇
凱
は
、
以
て
國
を
持

す
べ
か
ら
ず
。
世
か
は
り
時
う
つ
る
、
宜
し
く
法
を
鍵
ず
べ
し
。
こ
れ
を

書
ふ
れ
ば
良
書
の
若
し
。
病
萬
鍵
す
れ
ば
、
藥
も
ま
た
萬
錘
す
。
病
鍵
じ

て
藥
鍵
ぜ
ず
ん
ば
、
饗
の
壽
民
は
、
今
は
塲
子
と
爲
ら
ん
。
故
に
お
よ
そ

事
を
筆
（
お
こ
な
）
ふ
に
は
必
ら
ず
法
に
循
ひ
て
以
て
動
き
、
法
を
愛
ず

る
も
の
は
、
時
に
因
り
て
化
す
。
こ
の
論
の
若
く
ば
則
ち
務
を
過
つ
な
し
。

そ
れ
敢
て
法
を
議
せ
ざ
る
も
の
は
、
衆
庶
な
り
。
死
守
を
以
て
す
る
も
の

は
、
有
司
な
り
。
時
に
因
り
て
法
を
鍵
ず
る
も
の
は
賢
主
な
り
。
こ
の
故

に
天
下
七
十
一
聖
あ
り
て
、
そ
の
法
は
み
な
同
じ
か
ら
ず
。
相
反
す
る
を

務
む
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
時
勢
の
異
な
る
な
り
。
（
上
胡
不
法
先
王
之
法
、

非
不
賢
也
、
爲
其
不
可
得
而
法
、
先
王
之
法
、
經
乎
上
世
而
來
者
也
、
人

或
盆
之
、
人
或
損
之
、
胡
可
得
而
法
、
錐
人
弗
損
盆
、
猶
若
不
可
得
而
法
、

四
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東
夏
之
命
、
古
今
之
法
、
言
異
而
典
殊
、
故
古
之
命
、
多
不
通
乎
今
之
言

者
、
今
之
法
多
不
合
乎
古
之
法
者
、
殊
俗
之
民
、
有
似
於
此
、
…
．
：
凡
先

王
之
法
、
有
要
於
時
也
、
時
不
與
法
倶
至
、
法
錐
今
而
至
猶
若
不
可
法
、

：
。
…
荊
人
欲
襄
宋
、
使
人
先
表
擁
水
、
擁
水
暴
盆
、
荊
人
弗
知
、
循
表
而

夜
渉
、
溺
死
者
千
有
餘
人
、
軍
驚
而
壊
都
舍
、
智
其
先
表
之
時
可
導
也
、

今
水
已
鍵
而
盆
多
美
、
荊
人
尚
猶
循
表
而
導
之
、
此
其
所
以
敗
也
、
今
世

之
主
、
法
先
王
之
法
也
、
有
似
於
此
、
其
時
已
與
先
王
之
法
勝
美
、
而
此

先
王
之
法
也
、
而
法
之
以
爲
治
、
豈
不
悲
哉
、
故
治
國
無
法
則
凱
、
守
法

而
弗
鍵
則
惇
、
惇
凱
不
可
以
持
國
、
世
易
時
移
、
鍾
法
宜
美
、
髻
之
若
良

害
、
病
萬
鍾
藥
亦
萬
鍵
、
病
鍾
而
藥
不
鍵
、
智
之
壽
民
、
今
爲
塲
子
美
、

故
凡
猶
翠
事
、
必
循
法
以
動
、
鍵
法
者
、
因
時
而
化
、
若
此
論
則
無
過
務

美
、
夫
不
敢
議
法
者
、
衆
庶
也
、
以
死
守
者
、
有
司
也
、
因
時
鍵
法
者
、

賢
主
也
、
是
故
有
天
下
七
十
一
聖
、
其
法
皆
不
同
、
非
務
相
反
也
、
時
勢

異
也
Ｉ
『
呂
氏
春
秋
』
巻
第
十
五
、
愼
大
寶
第
三
、
察
今
）

こ
こ
で
の
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
主
と
し
て
法
家
の
学
説
に
拠
っ
た
意
見
で

あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
呂
氏
グ
ル
ー
プ
の
と

る
、
「
世
か
は
り
、
時
う
つ
る
」
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
彼
ら
は
以
下

の
ょ
、
フ
に
も
い
、
う
。
こ
こ
に
も
注
目
し
た
い
。
同
時
代
に
お
い
て
も
、
地
域
に

よ
る
風
俗
の
違
い
が
あ
る
。
時
間
に
よ
る
変
容
だ
け
で
な
く
、
こ
の
よ
う
な
空

間
に
よ
る
変
化
を
も
考
盧
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
そ
う
せ
ず
に
、
〃
先
王
〃

の
法
に
の
み
の
っ
と
っ
て
治
め
る
な
ら
ば
、
国
家
は
〃
惇
乱
″
と
い
う
乱
世
の

状
態
に
お
ち
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
人
の
身
に
た
と
え
る
な
ら
ば
、
病
気
に

な
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
乱
に
お
ち
い
っ
た
な
ら
ば
、
良
医
が
病

状
に
応
じ
て
薬
を
か
え
る
よ
う
に
、
た
だ
ち
に
法
を
変
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

呂
不
章
と
秦
の
覇
業
（
久
富
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具
体
的
に
は
、
先
王
の
法
に
「
益
し
あ
る
い
は
損
す
」
る
な
ど
の
手
を
加
え
、

変
化
さ
せ
て
施
す
べ
き
で
あ
る
。
呂
氏
グ
ル
ー
プ
は
、
こ
の
よ
う
に
い
う
。

人
間
の
つ
く
る
集
団
と
し
て
の
社
会
も
国
家
も
、
天
の
う
ご
き
に
順
応
し
て

運
動
し
、
変
化
す
る
。
君
主
と
い
え
ど
も
、
こ
の
変
化
に
鋭
敏
に
対
応
し
な
け

⑨

れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
き
に
引
い
た
文
章
で
、
「
天
道
は
園
に
、
地
道
は
方
な
り
。

聖
王
こ
れ
に
法
り
、
上
下
を
立
つ
る
ゆ
え
ん
な
り
。
主
は
園
を
と
り
、
臣
は
方

に
お
り
、
方
園
か
は
ら
ざ
れ
ば
そ
の
国
さ
か
ゆ
」
、
と
い
っ
て
い
た
。
国
家
・
社

会
は
、
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
、
複
雑
な
様
相
の
、
結
局
は
上
昇
す
る
ラ
セ

ン
型
に
集
約
さ
れ
る
変
動
を
つ
づ
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
呂
氏
グ
ル
ー
プ

は
、
現
世
に
お
け
る
先
王
の
法
の
権
威
を
否
定
す
る
。
先
王
の
法
と
権
威
を
否

定
し
つ
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
社
会
の
進
歩
と
発
展
は
あ
る
の
だ
と
呂

氏
グ
ル
ー
プ
は
考
え
る
。
そ
う
し
た
、
歴
史
の
具
体
的
な
発
展
の
す
が
た
は
、

つ
ぎ
の
よ
、
フ
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
。

○
む
か
し
太
古
、
か
つ
て
君
な
し
。
そ
の
民
、
聚
生
臺
虚
し
、
母
を
知
り
て

父
を
知
ら
ず
。
親
戚
兄
弟
、
夫
妻
男
女
の
別
な
く
、
上
下
長
幼
の
道
な
く
、

進
退
揖
讓
の
禮
な
く
、
衣
服
履
帯
、
宮
室
畜
積
の
便
な
く
、
器
械
舟
車
、

城
郭
瞼
阻
の
備
え
な
し
。
（
昔
太
古
、
嘗
無
君
美
、
其
民
聚
生
臺
虚
、
知
母

不
知
父
、
無
親
戚
兄
弟
、
夫
妻
男
女
之
別
、
無
上
下
長
幼
之
道
、
無
進
退

揖
讓
之
禮
、
無
衣
服
履
帯
、
宮
室
畜
積
之
便
、
無
器
械
舟
車
、
城
郭
瞼
阻

之
備
Ｉ
『
呂
氏
春
秋
』
巻
第
二
十
、
侍
君
寶
第
八
、
侍
君
寶
）

こ
こ
に
の
べ
る
よ
う
な
太
古
の
時
代
か
ら
、
国
家
社
会
は
変
動
し
、
向
上
し

て
き
た
と
、
呂
氏
グ
ル
ー
プ
は
い
う
。
国
家
社
会
の
変
動
は
、
上
昇
す
る
ラ
セ

ン
型
の
運
動
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
世
を
治
め
る
の
に
、
先
王
の
法
に
な

ず
ん
で
は
な
ら
な
い
こ
と
を
呂
氏
グ
ル
ー
プ
が
く
り
か
え
し
説
く
の
も
、
時
間

四
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前
章
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
国
家
社
会
を
よ
り
よ
い
も
の
に
す
る
こ

と
、
つ
ま
り
、
よ
り
高
い
段
階
へ
み
ち
び
く
こ
と
は
、
あ
る
い
み
で
天
の
動
き

で
あ
る
円
運
動
に
そ
う
こ
と
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
そ
う
し
た
動
き
に
資
す
る

も
の
と
し
て
、
前
章
で
は
〃
法
″
の
こ
と
に
つ
い
て
少
し
く
ふ
れ
て
お
い
た
。

こ
こ
で
は
、
同
じ
よ
う
な
働
き
を
す
る
も
の
と
し
て
、
〃
兵
〃
の
こ
と
に
つ
い
て

み
て
い
き
た
い
。

○
兵
を
用
ふ
る
（
は
）
…
…
藥
を
用
ふ
る
も
の
の
若
く
然
り
。
良
藥
を
得
れ

ば
、
則
ち
人
を
活
か
し
、
悪
藥
を
得
れ
ば
、
則
ち
人
を
殺
す
。
義
兵
の
天

下
の
良
藥
た
る
や
、
ま
た
大
な
り
。
（
用
兵
：
．
…
若
用
藥
者
然
、
得
良
藥
則

活
人
、
得
悪
藥
則
殺
人
、
義
兵
之
爲
天
下
良
藥
也
、
亦
大
美
Ｉ
『
呂
氏
春

秋
』
巻
第
七
、
孟
秋
紀
第
七
、
蕩
兵
）

こ
こ
に
引
い
た
文
章
で
は
、
〃
兵
〃
の
作
用
を
、
人
体
に
お
け
る
薬
品
の
働
き

に
な
ぞ
ら
え
て
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
用
い
方
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
、
毒

に
も
薬
に
も
な
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
呂
氏
グ
ル
ー
プ
が
こ
こ
で
の

べ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
国
家
の
病
ん
だ
状
態
つ
ま
り
〃
乱
″
に
お
い
て
、
さ

き
に
述
べ
た
〃
法
〃
》
と
同
じ
作
用
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
で
は
、

そ
も
そ
も
、
そ
の
よ
、
フ
な
〃
兵
〃
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
で
あ
る
、
フ
か
。

○
兵
の
自
り
て
來
る
と
こ
ろ
の
も
の
上
（
ひ
さ
）
し
。
始
よ
り
民
と
倶
に
す

る
あ
り
。
お
よ
そ
兵
な
る
も
の
は
威
な
り
、
威
な
る
も
の
は
力
な
り
。
民

の
流
れ
が
、
こ
の
よ
う
な
変
動
の
様
相
に
そ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
見
方

に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。

呂
不
章
と
秦
の
覇
業
（
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三
、
兵
に
つ
い
て

の
威
力
あ
る
は
性
な
り
。
性
は
天
よ
り
受
く
る
と
こ
ろ
な
り
。
人
の
能
く

爲
す
と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
．
：
…
黄
炎
は
、
い
に
し
へ
水
火
を
用
ひ

た
り
。
…
…
人
曰
く
、
豈
尤
、
兵
を
作
る
、
と
。
豈
尤
は
兵
を
作
り
し
に

あ
ら
ざ
る
な
り
。
そ
の
械
を
利
に
せ
る
な
り
。
未
だ
豈
尤
あ
ら
ざ
り
し
と

き
、
民
も
と
よ
り
林
木
を
剥
ぎ
て
以
て
戦
へ
り
。
（
兵
之
所
自
來
者
上
美
、

與
始
有
民
倶
、
凡
兵
也
者
威
也
、
威
者
力
世
、
民
之
有
威
力
性
也
、
性
者

所
受
於
天
也
、
非
人
之
所
能
爲
也
、
：
．
…
黄
炎
故
用
水
火
美
、
…
…
人
日

豈
尤
作
兵
、
豈
尤
非
作
兵
也
、
利
其
械
、
未
有
蛍
尤
之
時
、
民
固
剥
林
木

以
戦
美
Ｉ
『
呂
氏
春
秋
』
巻
第
七
、
孟
秋
紀
第
七
、
蕩
兵
）

万
物
の
一
つ
と
し
て
、
〃
兵
〃
も
や
は
り
天
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
、
指

摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
ま
ず
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、

〃
兵
″
そ
の
も
の
は
、
本
来
的
に
は
否
定
的
な
存
在
で
は
な
い
。
そ
う
し
て
、

そ
の
具
体
的
な
あ
ら
わ
れ
と
し
て
は
、
水
や
火
で
あ
り
、
す
こ
し
手
の
加
わ
っ

た
も
の
と
し
て
は
林
木
を
剥
い
だ
も
の
な
ど
が
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
〃
兵
″
の

原
初
的
な
も
の
と
、
そ
れ
ら
は
見
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ

ら
に
つ
い
て
、
「
以
て
戦
へ
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
戦
争
の
道
具
、
つ
ま
り
武
器

の
こ
と
を
、
こ
の
〃
兵
〃
は
さ
し
て
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
〃
兵
〃

の
作
用
と
も
い
う
べ
き
戦
争
は
、
国
家
あ
る
い
は
社
会
と
、
ど
の
よ
う
な
か
か

わ
り
を
持
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

○
五
帝
い
に
し
へ
相
與
に
孚
へ
り
。
逓
（
た
が
ひ
）
に
興
腰
し
、
勝
者
事
を

⑩

用
ひ
た
り
。
…
…
勝
者
、
長
と
爲
れ
り
。
長
は
則
ち
な
お
こ
れ
を
治
む
る

に
足
ら
ず
、
故
に
君
を
た
て
た
り
。
君
は
ま
た
こ
れ
を
治
む
る
に
足
ら
ず
。

故
に
天
子
を
た
て
た
り
。
天
子
の
立
て
ら
る
る
や
、
君
に
出
で
、
君
の
立

て
ら
る
る
や
、
長
に
出
で
、
長
の
立
て
ら
る
る
や
争
い
に
出
で
た
り
。
幸

四
九
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闘
の
よ
り
て
來
る
と
こ
ろ
の
も
の
久
し
・
（
五
帝
固
相
與
孚
美
、
遮
興
塵
、

勝
者
用
事
、
…
…
勝
者
爲
長
、
長
則
猶
不
足
治
之
、
故
立
君
、
君
又
不
足

以
治
之
、
故
立
天
子
、
天
子
之
立
也
、
出
於
君
、
君
之
立
也
、
出
於
長
、

長
之
立
也
、
出
於
孚
、
争
闘
之
所
自
來
者
久
美
Ｉ
『
呂
氏
春
秋
』
巻
第
七
、

孟
春
紀
第
七
、
蕩
兵
）

戦
争
は
、
支
配
権
力
を
生
ん
だ
と
、
こ
こ
で
は
い
う
。
戦
い
の
規
模
が
拡
大

さ
れ
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
大
き
な
権
力
を
生
ん
だ
。
そ
う
し
て
、

つ
い
に
天
子
が
出
現
し
て
、
中
国
全
土
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
長
↓
君

↓
天
子
と
、
政
治
権
力
の
拡
大
と
、
そ
れ
に
伴
う
社
会
体
制
の
拡
充
と
を
、
〃
兵
〃

つ
ま
り
武
器
が
生
ん
だ
の
だ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
作
用
で
あ
る
と
こ
ろ
の
戦
争

が
作
り
だ
し
た
の
だ
と
、
呂
氏
グ
ル
ー
プ
で
は
見
る
の
で
あ
る
。
武
器
お
よ
び

戦
争
に
こ
の
よ
う
な
積
極
的
意
義
を
み
と
め
る
以
上
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
戦
争
に

つ
い
て
の
考
え
か
た
が
出
て
く
る
の
も
、
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

○
古
の
賢
王
に
は
、
義
兵
あ
り
て
値
兵
あ
る
な
し
。
家
に
怒
答
な
け
れ
ば
、

則
ち
豐
子
嬰
兒
の
過
ち
あ
る
や
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
あ
ら
は
る
。
國
に
刑
罰

な
け
れ
ば
、
則
ち
百
姓
の
悟
（
さ
か
）
ひ
て
相
侵
す
や
、
た
ち
ど
こ
ろ
に

あ
ら
は
る
。
天
下
に
詠
伐
な
け
れ
ば
、
則
ち
諸
侯
の
相
暴
（
そ
こ
な
）
ふ

や
た
ち
ど
こ
ろ
に
あ
ら
は
る
。
故
に
怒
答
は
家
に
堰
（
と
ど
）
む
く
か
ら

ず
。
刑
罰
は
國
に
値
む
く
か
ら
ず
。
詠
伐
は
天
下
に
堰
む
く
か
ら
ず
。
巧

あ
り
拙
あ
る
の
み
。
故
に
古
へ
の
聖
王
に
は
、
義
兵
あ
り
て
値
兵
あ
る
な

し
。
そ
れ
鎧
を
以
て
死
す
る
も
の
あ
り
、
天
下
の
食
を
禁
ぜ
ん
と
欲
す
る

は
、
惇
（
も
と
）
れ
り
。
舟
に
乘
る
を
も
っ
て
死
す
る
も
の
あ
り
、
天
下

の
船
を
禁
ぜ
ん
と
欲
す
る
は
、
惇
れ
り
。
兵
を
用
ふ
る
を
以
て
そ
の
國
を

喪
ふ
も
の
あ
り
、
天
下
の
兵
を
堰
め
ん
と
欲
す
る
は
、
惇
れ
り
。
そ
れ
兵

呂
不
章
と
秦
の
覇
業
（
久
富
木
成
大
）

は
値
む
く
か
ら
ざ
る
な
り
。
（
古
之
賢
王
、
有
義
兵
而
無
堰
兵
、
家
無
怒
答
、

則
豐
子
嬰
兒
之
有
過
也
、
立
見
、
國
無
刑
罰
、
則
百
姓
之
悟
相
侵
也
、
立

見
、
天
下
無
詠
伐
、
則
諸
侯
之
相
暴
也
、
立
見
、
故
怒
答
不
可
値
於
家
、

刑
罰
不
可
値
於
國
、
詠
伐
不
可
値
於
天
下
、
有
巧
有
拙
而
已
美
、
故
古
之

聖
王
、
有
義
兵
而
無
有
堰
兵
、
夫
有
以
鎧
死
者
、
欲
禁
天
下
之
食
惇
、
有

以
乘
舟
死
者
、
欲
禁
天
下
之
船
惇
、
有
以
用
兵
喪
其
國
者
、
欲
値
天
下
之

兵
惇
、
夫
兵
不
可
堰
Ｉ
『
呂
氏
春
秋
』
巻
第
七
、
孟
秋
紀
第
七
、
蕩
兵
）

〃
兵
を
用
う
る
こ
と
〃
、
つ
ま
り
戦
争
に
は
こ
こ
に
の
べ
る
よ
う
に
、
〃
義
兵
〃

と
い
、
う
こ
と
と
、
〃
堰
兵
〃
と
い
う
こ
と
と
が
あ
る
と
い
う
。
呂
氏
グ
ル
ー
プ
で

は
、
こ
こ
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
〃
義
兵
〃
を
支
持
し
、
〃
値
兵
〃

を
し
り
ぞ
け
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
支
持
の
理
由
も
髻
嚥
に
よ
っ
て
述

べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
一
応
の
理
解
に
達
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
そ

の
こ
と
を
、
当
時
の
現
実
に
そ
い
な
が
ら
、
さ
ら
に
呂
氏
グ
ル
ー
プ
の
述
べ
る

と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
み
て
い
き
た
い
。

○
當
今
の
世
、
濁
（
み
だ
）
る
る
や
甚
し
。
鶚
首
の
苦
し
み
は
、
以
て
加
ふ

く
か
ら
ず
。
天
子
す
で
に
絶
え
、
賢
者
腰
伏
し
、
世
主
ほ
し
い
ま
ま
に
行

ひ
、
民
と
相
離
れ
、
鶚
首
は
告
憩
す
る
と
こ
ろ
な
し
。
世
に
賢
主
秀
士
あ

る
、
宜
し
く
こ
の
論
を
察
す
べ
き
な
り
。
則
ち
そ
の
兵
、
義
を
爲
す
。
天

下
の
民
の
、
且
に
死
せ
ん
と
す
る
も
の
に
し
て
生
き
、
且
に
辱
め
ら
れ
ん

と
す
る
も
の
に
し
て
榮
え
、
且
に
苦
め
ら
れ
ん
と
す
る
も
の
に
し
て
逸
す
。

世
主
ほ
し
い
ま
ま
に
行
へ
ば
、
則
ち
中
人
は
將
に
そ
の
君
を
逃
れ
、
そ
の

親
を
去
ら
ん
と
す
。
ま
た
況
ん
や
不
肖
者
に
於
て
を
や
。
故
に
義
兵
至
れ

ば
、
世
主
は
そ
の
民
を
有
す
る
能
は
ず
。
人
親
は
そ
の
子
を
禁
ず
る
能
は

ず
。
お
よ
そ
、
天
下
の
民
の
長
と
な
る
や
、
盧
り
は
、
道
あ
る
を
長
じ
て

五
○
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道
な
き
を
や
め
、
義
あ
る
を
賞
し
て
義
な
ら
ざ
る
を
罰
す
る
に
如
く
は
莫

し
。
今
の
世
、
學
者
多
く
攻
伐
を
非
と
す
。
攻
伐
を
非
と
し
て
救
守
を
と

る
。
救
守
を
取
れ
ば
、
則
ち
郷
の
い
は
ゆ
る
、
道
あ
る
を
長
じ
て
道
な
き

を
や
め
、
義
あ
る
を
賞
し
て
義
な
ら
ざ
る
を
罰
す
る
の
術
、
行
は
れ
ず
。

天
下
の
民
に
長
た
る
、
そ
の
利
害
は
、
こ
の
論
を
察
す
る
に
あ
る
な
り
。

（
當
今
之
世
濁
甚
美
、
鞘
首
之
苦
、
不
可
以
加
美
、
天
子
既
絶
、
賢
者
屡

伏
、
世
主
恋
行
、
與
民
相
離
、
鶚
首
無
所
告
憩
、
世
有
賢
主
秀
士
、
宜
察

此
論
也
、
則
其
兵
爲
義
美
、
天
下
之
民
且
死
者
也
而
生
、
且
辱
者
也
而
榮
、

且
苦
者
也
而
逸
、
世
主
恋
行
、
則
中
人
將
逃
其
君
、
去
其
親
、
又
況
於
不

肖
者
乎
、
故
義
兵
至
、
則
世
主
不
能
有
其
民
美
、
人
親
不
能
禁
其
子
美
、

凡
爲
天
下
之
民
長
也
、
盧
莫
如
長
有
道
而
息
無
道
賞
有
義
而
罰
不
義
、

今
之
世
、
學
者
多
非
攻
伐
、
非
攻
伐
而
取
救
守
、
取
救
守
、
則
郷
之
所
謂

長
有
道
而
息
無
道
、
賞
有
義
而
罰
不
義
之
術
、
不
行
美
、
天
下
之
長
民
、

其
利
害
在
察
此
論
也
Ｉ
『
呂
氏
春
秋
』
巻
第
七
、
孟
秋
紀
第
七
、
振
凱
）

こ
こ
に
引
い
た
文
章
の
な
か
で
は
、
す
で
に
東
周
の
王
室
が
亡
ぼ
さ
れ
、
秦

⑪

が
ま
だ
帝
を
称
す
る
に
至
ら
な
い
時
代
の
こ
と
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時

代
の
混
乱
を
見
す
え
な
が
ら
、
「
天
下
の
民
に
長
た
る
も
の
」
、
つ
ま
り
帝
た
る

も
の
の
立
場
に
た
っ
て
、
呂
氏
グ
ル
ー
プ
は
論
を
す
す
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

目
前
の
社
会
に
は
、
私
利
私
欲
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
世
の
混
乱
を
深
化
さ
せ

な
が
ら
、
な
ん
ら
の
反
省
も
修
復
の
努
力
も
し
な
い
諸
侯
が
い
る
。
ま
た
、
そ

の
犠
牲
と
な
っ
て
苦
し
み
の
限
り
を
な
め
て
い
る
民
衆
が
い
る
。
そ
の
よ
『
フ
な

と
き
、
兵
を
お
こ
し
軍
を
さ
し
む
け
て
悪
主
を
の
ぞ
き
、
民
に
安
心
を
与
え
、

世
に
正
義
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
人
々
が
い
た
。
こ
こ
に
引

い
た
文
章
で
〃
義
兵
″
を
と
な
え
る
人
々
の
こ
と
で
、
呂
氏
グ
ル
ー
プ
も
そ
の

呂
不
章
と
秦
の
覇
業
（
久
富
木
成
大
）

⑫

一
つ
で
あ
る
。
他
方
で
は
ま
た
、
〃
堰
兵
〃
を
と
な
え
る
人
達
が
い
た
。
墨
家
を

主
と
す
る
人
々
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
軍
事
に
対
し
て
は
、
非
常
に
消
極
的

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
と
い
え
ど
も
、
〃
救
守
″
の
軍
は
否
定
は
し
な
い
。

呂
氏
グ
ル
ー
プ
は
、
彼
ら
に
対
し
て
以
下
の
ご
と
く
い
う
。

○
攻
伐
と
救
守
と
は
、
一
實
な
り
。
而
し
て
取
舎
は
人
異
な
り
、
辨
説
を
以

て
こ
れ
を
去
り
、
終
に
論
を
定
む
る
と
こ
ろ
な
く
、
固
に
知
ら
ざ
る
は
惇

へ
る
な
り
。
知
り
て
心
を
欺
く
は
証
ふ
る
な
り
。
証
惇
の
士
は
、
辨
ず
と

い
へ
ど
も
用
な
し
。
（
攻
伐
之
與
救
守
、
一
實
也
、
而
取
舎
人
異
、
以
辨
説

去
之
、
終
無
所
定
論
、
固
不
知
、
惇
也
、
知
而
欺
心
、
諏
也
、
証
惇
之
士
、

錐
辨
無
用
美
Ｉ
『
呂
氏
春
秋
』
巻
第
七
、
振
凱
）

攻
伐
も
救
守
も
、
軍
事
行
動
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
本
質
的
に
か

わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
こ
と
ば
の
上
だ
け
で
こ
れ
を
区
別
し
、
一
方
を
是
と
し
、

一
方
を
非
と
す
る
の
は
お
か
し
い
。
も
し
、
そ
れ
を
意
識
的
に
お
こ
な
っ
て
い

る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
、
フ
な
人
は
〃
惇
（
ま
ど
）
え
る
人
″
で
あ
り
、
〃
証
惇

の
士
〃
と
し
か
呼
び
よ
う
が
な
い
と
、
呂
氏
グ
ル
ー
プ
は
難
詰
す
る
。
そ
う
し

て
、
そ
の
よ
う
な
ま
ち
が
い
を
主
張
す
る
人
々
の
罪
悪
の
深
さ
を
、
以
下
の
ご

と
く
指
摘
し
た
。

○
そ
れ
攻
伐
の
こ
と
は
、
未
だ
無
道
を
攻
め
て
不
義
を
罰
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ざ

る
な
り
。
無
道
を
攻
め
て
不
義
を
伐
て
ば
、
則
ち
幅
こ
れ
よ
り
大
な
る
は

な
し
。
鶚
首
の
利
、
こ
れ
よ
り
厚
き
は
な
し
。
こ
れ
を
禁
ず
る
も
の
は
、

こ
れ
道
あ
る
を
や
め
て
、
義
あ
る
を
伐
つ
な
り
。
…
：
．
…
故
に
、
天
下
を

凱
し
、
鶚
首
を
害
す
る
も
の
は
、
論
の
若
き
を
大
な
り
と
な
す
。
（
夫
攻
伐

之
事
、
未
有
不
攻
無
道
而
罰
不
義
也
、
攻
無
道
而
伐
不
義
、
則
幅
莫
大
焉
、

鶚
首
利
莫
厚
焉
、
禁
之
者
、
是
息
有
道
而
伐
有
義
也
、
．
：
：
．
．
：
故
凱
天
下
、

五
一
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帥
秦
と
六
国

『
呂
氏
春
秋
』
に
は
、
秦
に
と
っ
て
は
東
の
方
の
隣
国
、
魏
に
つ
い
て
の
記

述
が
多
い
。
戦
国
の
世
に
生
死
を
か
け
て
互
い
に
し
の
ぎ
を
け
ず
っ
て
き
た
か

ら
で
も
あ
ろ
う
が
、
呂
氏
グ
ル
ー
プ
の
関
心
も
、
こ
の
国
の
動
向
に
対
し
て
は
、

特
別
に
高
い
も
の
が
あ
っ
た
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。

○
呉
起
、
西
河
の
外
を
治
む
。
王
錯
こ
れ
を
魏
の
武
侯
に
譜
（
し
ん
）
す
。

武
侯
、
人
を
し
て
こ
れ
を
召
さ
し
む
。
呉
起
、
岸
門
に
至
り
、
車
を
止
め

て
西
河
を
望
み
、
泣
（
な
み
だ
）
數
行
く
だ
る
。
そ
の
僕
、
呉
起
に
謂
っ

て
曰
く
、
霜
か
に
公
の
意
を
観
る
に
、
天
下
を
樺
つ
る
、
躍
（
さ
い
）
を

鐸
つ
る
が
ご
と
き
を
み
る
。
今
、
西
河
を
去
り
て
泣
く
は
何
ぞ
や
、
と
。

呉
起
、
泣
を
根
（
ぬ
ぐ
）
い
て
こ
れ
に
應
へ
て
曰
く
、
子
は
識
ら
ず
、
君

わ
れ
を
知
り
て
、
わ
れ
を
し
て
能
を
畢
（
つ
く
）
さ
し
む
。
西
河
以
て
王

害
鶚
首
者
、
若
論
爲
大
Ｉ
『
呂
氏
春
秋
』
巻
第
七
、
孟
秋
紀
第
七
、
振
凱
）

〃
堰
兵
″
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
「
天
下
を
乱
し
、
鶚
首
を
害
す
る
」
こ
と
に

な
る
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
今
の
世
に
秩
序
を
回
復
す
る
に
は
〃
義
兵
″
し
か

な
い
の
で
あ
る
と
、
呂
氏
グ
ル
ー
プ
で
は
主
張
す
る
。
病
人
が
病
ん
だ
身
に
薬

を
用
い
る
よ
う
に
、
病
み
つ
か
れ
た
国
家
を
蘇
生
さ
せ
る
た
め
に
は
、
あ
る
い

は
ま
た
、
よ
り
改
善
さ
れ
た
高
み
へ
社
会
を
導
く
に
は
、
乱
世
に
〃
兵
″
を
加

え
る
し
か
無
い
の
で
あ
る
と
い
、
フ
の
が
、
呂
氏
グ
ル
ー
プ
の
意
見
で
あ
る
。
〃
兵
〃

つ
ま
り
軍
事
行
動
に
よ
っ
て
新
ら
し
い
社
会
の
秩
序
が
形
成
さ
れ
、
高
め
ら
れ

て
い
ノ
＼
の
で
あ
る
と
い
、
フ
。

呂
不
章
と
秦
の
覇
業
（
久
富
木
成
大
）

四
、
国
家
体
制
と
秦
の
覇
業

た
る
べ
し
。
今
、
君
、
義
人
の
議
を
蕊
き
て
、
わ
れ
を
知
ら
ず
。
西
河
の

秦
の
た
め
に
取
ら
る
る
は
久
し
か
ら
ず
。
魏
は
こ
れ
よ
り
削
ら
れ
ん
、
と
。

呉
起
つ
ひ
に
魏
を
去
り
て
楚
に
入
る
。
し
ば
ら
く
あ
り
て
、
西
河
は
つ
ひ

に
秦
に
入
り
、
秦
は
日
に
ま
す
ま
す
大
な
り
。
こ
れ
、
呉
起
の
先
に
見
て

泣
き
し
と
こ
ろ
な
り
。
（
呉
起
治
西
河
之
外
、
王
錯
譜
之
於
魏
武
侯
、
武
侯

使
人
召
之
、
呉
起
至
於
岸
門
、
止
車
而
望
西
河
、
泣
數
行
而
下
、
其
僕
謂

呉
起
日
、
霜
観
公
之
意
、
覗
鐸
天
下
若
輝
鱸
、
今
去
西
河
而
泣
、
何
也
、

呉
起
根
泣
而
應
之
日
、
子
不
識
、
君
知
我
而
使
我
畢
能
、
西
河
可
以
王
、

今
君
鶏
義
人
之
議
、
而
不
知
我
、
西
河
之
爲
秦
取
不
久
美
、
魏
從
此
削
美
、

呉
起
果
去
魏
入
楚
、
有
間
、
西
河
畢
入
秦
、
秦
日
霊
大
、
此
呉
起
之
所
先

見
而
泣
也
Ｉ
『
呂
氏
春
秋
』
巻
第
十
一
、
仲
冬
紀
第
十
一
、
長
見
）

⑬

呉
起
尻
四
二
一
～
Ⅲ
三
八
二
は
兵
法
家
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
呂
氏
グ
ル
ー
プ
の
活
躍
し
て
い
た
時
代
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
約
百
年
の
、

秦
と
魏
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
書
き
伝
え
て
い
る
。
す
で
に
こ
の
こ
ろ
か
ら
、

秦
の
強
く
な
る
い
き
お
い
と
、
魏
の
衰
退
す
る
き
ざ
し
と
が
有
っ
た
も
の
の
ご

と
く
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
と
ら
え
て
、
呂
氏
グ
ル
ー
プ
が
記
述
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

○
魏
の
公
叔
座
や
む
。
惠
王
ゆ
き
て
こ
れ
を
問
ふ
、
曰
く
、
公
叔
の
病
甚
し
。

將
た
肚
稜
を
奈
何
せ
ん
、
と
。
公
叔
對
へ
て
曰
く
、
臣
の
御
庶
子
鞍
、
願

は
く
は
、
王
、
國
を
以
て
こ
れ
に
鶏
け
。
爲
に
蕊
く
能
は
ず
ん
ば
、
境
を

出
で
し
む
る
勿
れ
、
と
。
王
應
へ
ず
。
出
で
て
左
右
に
謂
っ
て
曰
く
、
豈

に
悲
し
か
ら
ず
や
。
公
叔
の
賢
を
以
て
し
て
、
而
も
今
寡
人
に
必
ず
國
を

以
て
鞍
に
蕊
せ
と
謂
ふ
は
、
惇
れ
り
、
と
。
か
の
公
叔
死
し
、
公
孫
鞁
、

西
の
か
た
秦
に
遊
ぶ
。
秦
の
孝
公
、
こ
れ
に
鶏
い
て
、
秦
つ
ひ
に
も
っ
て

五

二



彊
く
、
魏
つ
ひ
に
も
っ
て
弱
し
。
公
叔
座
の
惇
る
あ
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。

魏
王
は
則
ち
惇
れ
る
な
り
。
そ
れ
惇
る
も
の
の
患
へ
は
、
固
に
惇
ら
ざ
る

を
以
て
惇
る
と
な
す
こ
と
な
り
。
（
魏
公
叔
座
疾
、
惠
王
往
問
之
、
日
、
公

叔
之
病
甚
美
、
將
奈
肚
稜
何
、
公
叔
對
日
、
臣
之
御
庶
子
鞍
、
願
王
以
國

鶏
之
也
、
爲
不
能
蕊
、
勿
使
出
境
、
王
不
應
、
出
而
謂
左
右
日
、
豈
不
悲

哉
、
以
公
叔
之
賢
、
而
今
謂
寡
人
必
以
國
蕊
鞁
、
惇
也
、
夫
公
叔
死
、
公

孫
鞁
西
遊
秦
、
秦
孝
公
蕊
之
、
秦
果
用
彊
、
魏
果
用
弱
、
非
公
叔
座
之
惇

也
、
魏
王
則
惇
也
、
夫
惇
者
之
患
、
固
以
不
惇
爲
惇
１
『
呂
氏
春
秋
』
巻

十
一
、
仲
冬
紀
第
十
一
、
長
見
）

⑭

公
孫
鞁
武
三
六
一
～
理
一
三
八
）
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
魏
と
、

そ
れ
を
十
分
に
任
用
し
え
た
秦
と
の
ち
が
い
が
、
以
後
の
両
国
の
強
弱
の
差
と

な
っ
た
の
だ
と
い
う
。
し
か
し
、
秦
の
強
大
と
な
っ
た
理
由
は
、
以
下
の
よ
う

な
点
に
も
あ
っ
た
と
、
呂
氏
グ
ル
ー
プ
は
見
て
い
る
。

○
義
な
る
も
の
は
百
事
の
始
め
な
り
。
萬
利
の
本
な
り
。
…
．
．
：
：
義
を
も
っ

て
う
ご
け
ば
、
則
ち
事
を
曠
し
く
す
る
な
し
。
…
…
：
．
人
主
そ
の
臣
と
は

か
り
て
義
を
な
す
、
そ
れ
執
れ
か
與
（
く
み
）
せ
ざ
る
も
の
ぞ
。
ひ
と
り

そ
の
臣
の
み
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
天
下
皆
ま
さ
に
こ
れ
に
與
せ
ん
と
す
。

公
孫
鞁
の
秦
に
お
け
る
、
父
兄
に
あ
ら
ざ
る
な
り
、
故
あ
る
に
あ
ら
ざ
る

な
り
。
能
く
用
ふ
る
を
以
て
な
り
。
こ
れ
が
責
め
を
煙
（
ふ
せ
）
が
ん
と

欲
す
。
攻
あ
ら
ざ
れ
ば
以
て
す
る
な
し
。
是
に
お
い
て
秦
の
將
と
な
り
て

魏
を
攻
む
。
（
義
者
百
事
之
始
也
、
萬
利
之
本
也
、
：
：
…
：
以
義
動
則
無
曠

事
美
、
…
…
…
人
主
與
其
臣
謀
爲
義
、
其
執
不
與
者
、
非
燭
其
臣
也
、
天

下
皆
且
與
之
、
公
孫
鞁
之
於
秦
、
非
父
兄
也
、
非
有
故
也
、
以
能
用
也
、

欲
煙
之
責
、
非
攻
無
以
、
於
是
爲
秦
將
而
攻
魏
Ｉ
『
呂
氏
春
秋
』
巻
第
二

呂
不
章
と
秦
の
覇
業
（
久
富
木
成
大
）

十
二
、
愼
行
論
第
二
、
無
義
）

呂
氏
グ
ル
ー
プ
は
公
孫
鞁
を
、
義
を
重
視
す
る
人
物
と
し
て
位
置
づ
け
て
い

る
。
彼
が
秦
に
お
い
て
地
歩
を
占
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
そ
の
義
の
お
か

げ
だ
と
い
う
。
そ
う
し
て
、
「
義
を
以
て
攻
伐
の
軍
を
魏
に
起
こ
し
た
」
と
、
公

孫
鞁
の
ひ
き
い
る
軍
の
性
格
を
、
い
わ
ゆ
る
〃
義
兵
〃
と
し
て
規
定
し
た
。
呂

氏
グ
ル
ー
プ
と
公
孫
鞁
の
時
代
と
は
、
や
は
り
約
百
年
を
へ
だ
て
て
は
い
る
が
、

さ
か
の
ぼ
る
こ
と
百
年
余
の
昔
か
ら
、
す
で
に
秦
は
〃
義
兵
″
を
も
っ
て
四
方

に
威
を
ふ
る
い
つ
づ
け
た
と
、
呂
氏
グ
ル
ー
プ
は
秦
の
軍
事
行
動
を
見
る
の
で

あ
る
。
こ
、
フ
し
て
、
呂
氏
グ
ル
ー
プ
の
同
時
代
に
、
彼
ら
の
目
前
に
お
い
て
以

下
の
よ
、
フ
な
状
況
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。

○
古
へ
よ
り
今
に
及
び
、
未
だ
亡
び
ざ
る
の
國
あ
ら
ず
。
…
：
…
・
耳
目
の
聞

見
す
る
と
こ
ろ
を
以
て
し
て
も
、
齊
・
荊
・
燕
は
嘗
て
亡
び
、
宋
・
中
山

は
す
で
に
亡
び
、
趙
・
魏
・
韓
み
な
亡
び
た
り
。
ぞ
れ
み
な
故
國
な
り
。

こ
れ
よ
り
以
上
は
、
亡
國
あ
げ
て
數
ふ
く
か
ら
ず
。
（
自
古
及
今
、
未
有
不

亡
之
國
也
、
…
…
…
以
耳
目
所
聞
見
、
齊
荊
燕
嘗
亡
美
、
宋
中
山
已
亡
美
、

趙
魏
韓
皆
亡
美
、
其
皆
故
國
美
、
自
此
以
上
者
、
亡
國
不
可
勝
數
Ｉ
『
呂

氏
春
秋
』
、
巻
第
十
、
孟
冬
紀
第
十
、
安
死
）

斉
・
荊
（
Ｉ
楚
）
・
燕
・
韓
・
魏
・
趙
の
六
国
が
亡
び
、
秦
が
覇
者
と
し
て
の
こ
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
現
象
は
、
秦
の
〃
義
兵
″
の
作
用
と
し
て
お
こ
っ
た
の
で

あ
る
と
い
、
う
こ
と
に
な
る
で
あ
る
、
７
。

㈲
呂
氏
グ
ル
ー
プ
の
目
ざ
す
体
制

呂
氏
グ
ル
ー
プ
は
、
戦
乱
の
〃
今
の
世
″
に
、
ど
の
よ
う
な
体
制
を
作
り
出

そ
ミ
フ
と
目
ざ
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
ら
は
ま
ず
、
以
下
の
ご
と
く
い
う
。

○
王
者
は
一
を
執
り
て
、
萬
物
の
正
を
爲
す
。
軍
に
必
ら
ず
將
あ
り
、
こ
れ

五
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を
一
に
す
る
所
以
な
り
。
國
に
必
ず
君
あ
り
、
こ
れ
を
一
に
す
る
所
以
な

り
。
天
下
に
必
ず
天
子
あ
り
、
こ
れ
を
一
に
す
る
所
以
な
り
。
天
子
は
必

ら
ず
一
を
執
る
、
こ
れ
を
も
つ
ば
ら
に
す
る
所
以
な
り
。
一
な
れ
ば
則
ち

治
ま
り
、
雨
な
れ
ば
則
ち
飢
る
。
（
王
者
執
一
、
而
爲
萬
物
正
、
軍
必
有
將
、

所
以
一
之
也
、
國
必
有
君
、
所
以
一
之
也
、
天
下
必
有
天
子
、
所
以
一
之

也
、
天
子
必
執
一
、
所
以
簿
之
也
、
一
則
治
、
雨
則
凱
Ｉ
『
呂
氏
春
秋
』

巻
第
十
七
、
審
分
寶
第
五
、
執
二

天
下
に
は
、
天
下
を
統
一
す
る
王
者
、
つ
ま
り
天
子
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
、
こ
こ
で
は
強
調
さ
れ
て
い
る
。
天
子
の
権
力
が
確
立
し
な
け
れ
ば
、
天
下

は
乱
れ
る
ほ
か
な
い
と
い
、
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
こ
の
天
子
と
君
、
つ
ま
り

諸
侯
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

○
封
建
を
衆
く
す
る
は
、
以
て
賢
に
私
す
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
勢
に
便
じ

威
を
全
う
す
る
ゆ
え
ん
に
し
て
、
義
を
博
う
す
る
ゆ
え
ん
な
り
。
義
、
利

を
博
く
す
れ
ば
、
則
ち
敵
な
し
。
敵
な
き
も
の
は
安
し
。
故
に
上
世
を
み

る
に
、
そ
の
封
建
衆
き
も
の
は
、
そ
の
輻
な
が
く
、
そ
の
名
あ
ら
は
る
。

（
衆
封
建
、
非
以
私
賢
也
、
所
以
便
勢
全
威
、
所
以
博
義
、
義
博
利
則
無

敵
、
無
敵
者
安
、
故
観
於
上
世
、
其
封
建
衆
者
、
其
輻
長
其
名
彰
Ｉ
『
呂

氏
春
秋
』
巻
第
十
七
、
審
分
寶
第
五
、
愼
勢
）

○
凡
そ
王
な
る
も
の
は
、
窮
苦
の
救
な
り
。
水
に
は
舟
を
用
ひ
、
陸
に
は
車

を
用
ひ
、
塗
に
は
楯
（
そ
り
）
を
用
ひ
、
沙
に
は
鳩
を
用
ひ
、
山
に
は
標

を
用
ふ
。
そ
の
勢
に
因
（
し
た
が
）
ふ
も
の
は
、
令
お
こ
な
は
れ
、
位
尊

き
も
の
は
、
そ
の
教
し
た
が
は
れ
、
威
立
つ
も
の
は
、
そ
の
姦
や
む
。
こ

れ
人
を
畜
ふ
の
道
な
り
。
故
に
萬
乘
を
以
て
千
乘
に
令
す
る
は
や
す
く
、

千
乘
を
以
て
一
家
に
令
す
る
は
や
す
く
、
一
家
を
以
て
一
人
に
令
す
る
は

呂
不
章
と
秦
の
覇
業
（
久
富
木
成
大
）

や
す
し
。
こ
こ
ろ
み
に
こ
れ
に
反
す
れ
ば
、
堯
舜
と
錐
も
能
は
ず
。
諸
侯

は
人
に
臣
た
る
を
欲
せ
ず
、
而
も
已
む
を
得
ず
。
そ
の
勢
便
な
ら
ず
ん
ば
、

則
ち
な
に
を
以
て
臣
を
お
さ
め
ん
。
輕
重
を
權
（
は
か
）
り
、
大
小
を
審

ら
か
に
し
、
建
封
を
多
く
す
る
は
、
そ
の
勢
に
便
ず
る
ゆ
え
ん
な
り
。
王

な
る
も
の
は
勢
な
り
。
王
な
る
も
の
は
、
勢
敵
な
き
な
り
。
勢
に
敵
あ
れ

ば
、
則
ち
王
者
嬢
（
す
た
）
る
。
（
凡
王
也
者
、
窮
苦
之
救
也
、
水
用
舟
、

陸
用
車
、
塗
用
轤
、
沙
用
鳩
、
山
用
槙
、
因
其
勢
也
者
、
令
行
、
位
尊
者
、

其
教
受
、
威
立
者
、
其
姦
止
、
此
畜
人
之
道
也
、
故
以
萬
乘
令
乎
千
乘
易
、

以
千
乘
令
乎
一
家
易
、
以
一
家
令
乎
一
人
易
、
嘗
試
反
此
、
錐
堯
舜
不
能
、

諸
侯
不
欲
臣
於
人
、
而
不
得
已
、
其
勢
不
便
則
実
以
易
臣
、
權
輕
重
審
大

小
、
多
建
封
、
所
以
便
其
勢
也
、
王
也
者
勢
也
、
王
也
者
勢
無
敵
也
、
勢

有
敵
則
王
者
瘻
芙
Ｉ
『
呂
氏
春
秋
』
巻
第
十
七
、
審
分
寶
第
五
、
愼
勢
）

呂
氏
グ
ル
ー
プ
は
、
社
会
体
制
と
し
て
は
名
称
上
古
来
の
封
建
制
を
主
張
す

る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
引
い
た
文
章
に
明
ら
か
な
よ
電
７
に
、
彼
ら
は
、
天
子
と

封
建
さ
れ
た
諸
侯
と
の
あ
い
だ
に
、
〃
勢
″
と
い
う
も
の
を
介
在
さ
せ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
、
儒
家
に
よ
っ
て
と
な
え
ら
れ
て
き
た
封
建
制
に
、

異
質
な
も
の
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
封
建
制
そ
の
も
の
が

変
質
さ
せ
ら
れ
、
性
質
の
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
と
み

て
よ
い
。
そ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
周
の
封
建
制
に
つ
い
て
伝
え
る
、
以
下
の
文

章
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

○
（
周
の
襄
）
王
怒
る
。
將
に
狄
を
以
て
鄭
を
伐
た
ん
と
す
。
富
辰
諌
め
て

曰
く
、
不
可
な
り
。
臣
こ
れ
を
聞
く
、
大
上
は
徳
を
以
て
民
を
撫
で
、
そ

の
次
は
親
を
親
し
み
以
て
相
及
ぼ
す
と
。
む
か
し
周
公
二
叔
の
威
（
お
な
）

じ
か
ら
ざ
る
を
弔
む
。
故
に
親
戚
を
封
建
し
て
以
て
周
に
蕃
屏
と
す
。
（
王

五
四
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勢
第
四
十
に
よ
っ
て
、
い
ま
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
〃
勢
〃
と

は
、
高
い
地
位
に
と
も
な
う
、
強
大
な
権
力
に
由
来
す
る
、
あ
る
種
の
力
で
あ

⑬る
。
こ
れ
は
、
〃
親
〃
つ
ま
り
宗
族
の
心
情
的
つ
な
が
り
と
は
、
必
ず
し
も
相
い

れ
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
を
無
視
し
、
ひ
た
す
ら
王
権
の
突
出
す
る
こ
と
を
志

向
す
る
も
の
で
あ
る
。
封
建
が
主
流
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
春
秋
時
代
で
さ
え
も
、

⑲

す
で
に
〃
県
″
は
あ
っ
た
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
。
諸
侯
と
の
広
い
い
み
で
の

連
帯
の
意
識
を
と
な
え
る
こ
と
な
く
、
王
権
の
勢
位
の
み
を
ひ
た
す
ら
そ
び
え

さ
せ
よ
う
と
す
る
の
が
、
呂
氏
グ
ル
ー
プ
の
立
場
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
こ
の
、
王

張
は
、
春
秋
以
来
の
、
封
建
と
わ
ず
か
の
県
制
の
併
存
し
た
状
況
か
ら
、
県
制

が
、
一
段
と
拡
大
さ
れ
る
可
能
性
を
大
き
く
し
よ
う
す
る
立
場
に
つ
ら
な
り
、

支
持
す
る
は
た
ら
き
を
演
じ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
封
建

制
か
ら
郡
県
制
へ
の
み
ち
を
つ
け
、
始
皇
の
絶
対
的
独
裁
権
確
立
へ
の
方
向
づ

け
を
、
呂
氏
グ
ル
ー
プ
の
さ
き
の
こ
と
ば
は
、
示
唆
し
た
も
の
と
い
え
る
で
あ

怒
、
將
以
狄
伐
鄭
、
富
辰
諫
日
、
不
可
、
臣
聞
之
、
大
上
以
徳
撫
民
、
其

次
親
親
以
相
及
也
、
昔
周
公
弔
二
叔
之
不
威
、
故
封
建
親
戚
、
以
蕃
屏
周

Ｉ
『
春
秋
左
氏
傳
』
僖
公
二
十
四
年
）

こ
の
よ
う
に
、
伝
統
的
な
封
建
制
は
、
〃
親
〃
と
い
う
、
宗
族
的
秩
序
を
支
え

る
道
徳
を
、
封
建
す
る
も
の
と
さ
れ
る
も
の
と
の
あ
い
だ
に
介
在
さ
せ
る
こ
と

⑮

に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
と
い
、
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
る
、
フ
。
と
こ

ろ
が
呂
氏
グ
ル
ー
プ
で
は
、
「
建
封
を
多
く
す
る
は
、
そ
の
勢
に
便
ず
る
ゆ
え
ん

な
り
」
、
と
い
う
。
さ
ら
に
、
「
勢
に
敵
あ
れ
ば
、
則
ち
王
者
廃
る
」
と
も
い
っ

て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
〃
勢
″
そ
の
も
の
は
、
周
知
の
ご
と
く
、
憤
到
尻
三
五

⑯

○
～
理
一
七
五
）
に
よ
っ
て
と
な
え
始
め
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容

⑰

に
つ
い
て
は
、
韓
非
（
理
一
八
○
～
唾
一
三
三
）
の
『
韓
非
子
』
巻
第
十
七
、
難

呂
不
章
と
秦
の
覇
業
（
久
富
木
成
大
）

フ
ヘ
グ
、
旬
ノ
。

呂
氏
グ
ル
ー
プ
の
、
あ
ら
ゆ
る
考
え
方
の
基
本
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
身
体

の
健
康
を
保
持
す
る
こ
と
と
、
国
家
を
安
泰
に
み
ち
び
く
こ
と
と
は
、
同
一
の

原
則
に
よ
っ
て
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
身
体
を
お
さ
め
る

こ
と
は
、
長
寿
を
う
る
こ
と
を
目
ざ
し
て
行
わ
れ
る
部
分
が
多
い
。
長
生
き
を

す
る
に
は
、
日
常
的
に
、
体
に
害
と
な
る
物
体
や
条
件
を
除
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
し
て
、
体
調
を
日
々
に
よ
い
方
向
へ
向
け
、
高
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
ま
た
、
特
に
体
調
を
く
ず
し
た
よ
う
な
時
に
、
薬
品
や
滋
養
に

富
む
食
品
が
、
大
き
な
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
る
。
で
は
、
国
家
の
場
合
は
ど

う
で
あ
ろ
う
か
。
国
家
は
、
常
に
安
泰
で
は
あ
り
え
な
い
。
乱
れ
る
こ
と
も
無

い
わ
け
で
は
な
い
。
身
体
に
お
け
る
病
気
に
相
当
す
る
も
の
が
、
国
家
に
お
け

る
〃
乱
″
で
あ
る
。
そ
れ
を
正
す
た
め
に
、
〃
義
兵
〃
が
あ
っ
た
。
呂
氏
グ
ル
ー

プ
の
い
わ
ゆ
る
〃
今
の
世
″
は
、
〃
乱
″
の
状
態
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
時
代

に
こ
そ
、
〃
義
兵
〃
が
作
動
し
て
、
安
定
と
向
上
と
を
国
家
社
会
に
も
た
ら
す
べ

き
で
あ
る
。
彼
ら
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
国
家
は
、
〃
乱
″
の
生
ず
る
ご
と
に
〃
義

兵
″
が
作
用
し
、
よ
り
高
い
状
態
に
整
序
さ
れ
、
進
歩
さ
せ
ら
れ
き
た
。
そ
の

よ
う
な
国
家
社
会
の
動
向
を
、
時
間
の
経
過
を
通
し
て
な
が
め
て
み
た
場
合
、

そ
れ
は
ラ
セ
ン
型
の
円
運
動
の
く
り
か
え
し
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
国
家
社
会
の
歴
史
は
、
よ
り
低
い
段
階
か
ら
、
高
い
段
階
へ
、
い

わ
ば
進
歩
し
て
ゆ
く
も
の
と
し
て
、
こ
こ
で
は
認
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

〃
今
の
世
″
を
治
め
る
た
め
の
権
威
と
な
る
べ
き
規
範
は
、
上
古
に
求
め
て
も

お
わ
り
に

五
五
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⑳

得
ら
れ
な
い
。
呂
氏
グ
ル
ー
プ
は
、
儒
家
の
、
い
わ
ゆ
る
先
王
思
想
と
は
相
い

れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

呂
氏
グ
ル
ー
プ
は
封
建
制
に
よ
り
な
が
ら
も
、
従
来
そ
こ
で
重
視
さ
れ
て
き

た
、
儒
家
の
と
な
え
る
と
こ
ろ
の
〃
親
″
に
関
心
を
示
さ
な
い
。
つ
ま
り
封
建

制
を
支
え
て
き
た
宗
族
的
つ
な
が
り
の
意
識
で
あ
る
〃
親
″
よ
り
も
、
拡
大
強

化
さ
れ
た
王
権
に
生
ず
る
〃
勢
″
に
、
王
が
乗
ず
る
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
王
が
絶
大
な
独
裁
権
力
を
か
く
と
く
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
他

の
何
に
も
増
し
て
重
要
で
あ
る
と
い
う
。
諸
侯
た
ち
に
対
し
て
、
王
権
が
突
出

す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
国
家
社
会
に
安
定
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
呂
氏

グ
ル
ー
プ
の
こ
の
見
解
は
、
結
果
か
ら
み
て
、
社
会
体
制
を
封
建
制
か
ら
郡
県

制
へ
と
方
向
を
変
え
さ
せ
よ
う
と
す
る
動
き
を
支
持
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
推

進
さ
せ
る
た
め
の
一
つ
の
契
機
と
も
な
る
重
要
な
役
わ
り
を
演
じ
た
の
だ
と
見

て
よ
い
で
あ
る
、
フ
。

呂
不
章
と
秦
の
始
皇
と
は
、
こ
ま
か
な
点
に
い
た
る
ま
で
数
え
た
て
れ
ば
き

⑳

り
が
な
い
ほ
ど
の
対
立
点
を
持
つ
、
お
互
い
に
個
性
の
強
い
存
在
ど
う
し
で

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
般
的
に
い
っ
て
、
人
間
の
行
動
の
方
向
づ
け
に
は
、

そ
の
根
底
に
な
る
と
こ
ろ
に
、
各
々
の
価
値
観
や
歴
史
観
な
ど
が
横
た
わ
っ
て

い
る
で
あ
ろ
う
。
上
古
の
、
先
王
を
尊
ぶ
こ
と
よ
り
も
、
後
の
世
を
す
す
ん
で

い
る
と
し
、
そ
の
発
展
し
た
世
の
中
に
お
け
る
規
範
を
こ
そ
則
る
べ
き
も
の
と

見
る
立
場
に
は
、
後
世
の
王
と
そ
の
世
ほ
ど
尊
い
と
す
る
価
値
観
と
、
歴
史
の

進
歩
を
信
ず
る
歴
史
観
と
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
周
封
建
制
を
変
質
さ

せ
、
の
ち
の
始
皇
の
郡
県
制
と
い
う
独
裁
政
治
へ
も
つ
な
が
り
う
る
主
張
に
は
、

新
た
な
改
革
を
目
ざ
す
社
会
観
の
芽
生
え
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、

行
動
の
根
幹
と
な
る
価
値
観
や
歴
史
観
な
ど
に
お
い
て
、
実
は
呂
不
章
と
秦
の

呂
不
章
と
秦
の
覇
業
（
久
富
木
成
大
）

《
汪

①
皇
帝
の
称
号
は
、
斉
を
亡
ぼ
し
て
中
国
を
統
一
し
た
、
即
位
二
十
六
年
目
、
西
暦
紀
元
前

二
二
一
年
に
は
じ
ま
る
。
そ
れ
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。
「
號
日
皇
帝
、
．
…
…
・
・
朕
爲
始

皇
帝
、
後
世
以
計
數
、
二
世
三
世
至
干
萬
世
、
傳
之
無
窮
」
Ｉ
『
史
記
』
巻
六
、
秦
始
皇
本

紀
第
六
。
な
お
、
「
始
皇
帝
、
二
世
、
三
世
云
々
」
の
、
は
じ
め
て
用
い
ら
れ
た
時
期
に
つ

い
て
は
、
栗
原
朋
信
著
『
秦
漢
史
の
研
究
』
（
昭
和
三
十
五
年
、
吉
川
弘
文
館
刊
）
第
二
章
、

「
『
始
皇
帝
』
と
い
う
名
號
に
つ
い
て
」
を
参
照
。

②
丞
相
と
相
国
に
つ
い
て
は
一
般
に
、
以
下
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
。
「
官
名
、
秦
置

位
尊
於
丞
相
」
Ｉ
『
鮮
海
』
（
中
華
民
國
三
十
七
年
版
）
。
こ
の
よ
う
に
、
相
国
の
方
が
、
丞

相
よ
り
位
が
高
い
と
さ
れ
て
い
る
。

③
仲
、
中
也
、
次
父
也
、
蓋
効
齊
桓
公
以
管
仲
爲
父
Ｉ
『
史
記
正
義
』
．

④
有
始
覧
の
み
七
篇
で
、
他
の
七
覧
は
す
べ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
八
篇
か
ら
成
っ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
『
呂
氏
春
秋
』
の
整
然
と
し
た
篇
数
の
わ
り
あ
て
ぶ
り
か
ら
し
て
、
こ
れ
は
不
自
然

で
、
有
始
覧
か
ら
一
篇
が
亡
供
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
の
が
当
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

⑤
段
の
湯
王
に
つ
か
え
た
賢
臣
。
『
史
記
』
段
本
紀
参
照
。

⑥
分
、
謂
仁
義
禮
律
殺
生
與
奪
之
分
也
Ｉ
高
誘
注
。
一
方
、
陳
奇
猷
は
「
分
、
謂
君
臣
上
下

之
分
、
人
主
之
分
爲
執
柄
御
下
、
人
臣
之
分
爲
壼
職
治
事
、
此
法
治
之
要
。
若
夫
仁
義
禮
律

乃
儒
家
定
分
之
實
、
殺
生
與
奪
乃
人
主
之
行
法
之
柄
（
韓
非
子
二
柄
日
、
明
主
之
所
導
制
其

始
皇
と
は
、
軌
を
一
に
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、

『
呂
氏
春
秋
』
に
お
い
て
、
呂
氏
グ
ル
ー
プ
の
の
べ
る
と
こ
ろ
を
と
お
し
て
見

る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
本
質
的
に
始
皇
と
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
か
ら

＠

は
、
伝
え
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
、
呂
不
章
が
死
刑
を
お
そ
れ
て
自
殺
す
る
ほ
ど

の
原
因
は
見
出
せ
な
い
。
そ
の
た
め
、
呂
不
菫
と
始
皇
の
立
場
を
め
ぐ
っ
て
、

呂
不
草
は
秦
の
覇
業
に
反
対
し
た
と
す
る
説
に
対
し
て
は
、
左
担
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

五
六
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臣
者
、
二
柄
而
已
芙
、
二
柄
者
、
刑
徳
也
、
何
謂
刑
徳
、
日
殺
裁
之
謂
刑
、
慶
賞
之
謂
徳
、

正
可
説
明
此
義
）
。
高
氏
不
明
法
家
學
説
、
故
其
注
此
數
篇
多
誤
」
と
い
う
（
『
呂
氏
春
秋
校

鐸
』
一
○
三
二
頁
〔
注
二
〕
）
。
こ
の
篇
の
主
旨
は
、
大
勢
は
陳
奇
猷
の
い
う
よ
う
に
、
法
家

の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
引
用
の
本
文
「
悪
氣
苛
疾
」
の
「
苛
疾
」
を
李
寳
先
の
ご

と
く
、
単
な
る
「
篤
疾
」
と
と
る
の
で
は
な
く
、
高
誘
の
と
っ
て
い
る
は
ず
の
「
鬼
病
」
の

方
を
、
神
権
時
代
の
状
況
を
よ
く
反
映
し
て
い
る
と
し
て
、
高
誘
の
説
を
採
用
し
た
ほ
う
が

よ
い
と
陳
奇
猷
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
『
呂
氏
春
秋
校
鐸
』
一
○
三
二
頁
、
〔
注
四
〕
）
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
悪
氣
」
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
は
ず
の
〃
分
〃
に
つ
い
て
も
、
法

家
と
の
関
連
で
の
み
と
ら
え
る
の
は
、
や
は
り
狭
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
高
誘
の
よ
う

に
広
く
と
っ
て
、
仁
義
な
ど
、
人
格
的
な
分
野
に
ま
で
広
げ
て
考
え
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ

る
。
そ
こ
で
、
小
論
で
は
、
人
主
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
仁
義
等
の
道
徳
の
体
現
者
、
つ
ま
り

欲
望
の
放
出
に
お
い
て
も
調
和
の
と
れ
た
〃
情
″
の
あ
り
方
を
わ
き
ま
え
て
い
る
こ
と
を

も
、
こ
の
〃
分
″
の
、
う
ち
に
ふ
く
ま
せ
て
考
え
た
。

⑦
『
金
沢
大
学
教
養
部
論
集
』
人
文
科
学
篇
”
～
２
、
拙
稿
「
狂
気
か
ら
正
気
へ
ｌ
『
呂
氏

春
秋
』
に
お
け
る
陰
陽
家
と
農
家
ｌ
」
参
照
。

⑧
例
え
ば
第
一
章
一
に
『
呂
氏
春
秋
』
巻
第
二
、
仲
冬
紀
第
二
、
情
欲
か
ら
引
い
た
「
天
生

而
使
有
貧
有
欲
」
。

⑨
『
呂
氏
春
秋
』
巻
第
三
、
季
春
紀
第
三
、
園
道
。

⑩
以
下
に
原
文
で
は
前
の
引
用
文
の
、
「
人
日
豈
尤
作
兵
美
、
豈
尤
非
作
兵
也
、
利
其
械
美
、

未
有
豈
尤
之
時
、
民
固
剥
林
木
以
戦
美
」
の
部
分
が
あ
り
、
こ
こ
の
「
勝
者
云
々
」
に
つ
づ

ノ
ｔ
、

Ｏ

⑪
畢
沈
日
、
趙
云
、
天
子
既
絶
、
謂
周
已
亡
而
秦
未
構
帝
之
時
也
（
陳
奇
猷
『
呂
氏
春
秋
校

樺
』
三
九
五
頁
、
〔
注
四
〕
。

⑫
「
今
之
世
、
學
者
多
非
乎
攻
伐
、
非
攻
伐
而
取
救
守
」
の
「
學
者
」
に
つ
い
て
陳
奇
猷
は
、

「
學
者
指
墨
家
之
學
者
。
墨
子
非
攻
、
故
其
書
有
非
攻
」
と
い
う
。
（
『
呂
氏
春
秋
校
樺
』
三

九
六
頁
、
〔
注
一
三
〕
。

⑬
銭
穆
『
先
秦
諸
子
繋
年
』
に
よ
る
。

呂
不
章
と
秦
の
覇
業
（
久
富
木
成
大
）

⑭
同
右
書
。

⑮
例
え
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
見
方
が
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
「
封
建
」
は
、
先
秦
儒
家
に
よ
っ
て
、
天
子
を
頂
黙
と
す
る
累
層
的
な

宗
法
的
秩
序
と
し
て
観
念
さ
れ
、
か
れ
ら
は
、
そ
れ
ら
宗
族
内
の
お
よ
び
宗
族
間
の
秩
序
を

禮
と
し
て
内
面
化
し
、
道
徳
的
に
規
範
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
債
値
禮
系
を
作
り
あ

げ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
「
封
建
」
が
、
の
ち
の
ち
ま
で
も
、
現
實
の
經
世
論
の
論

議
の
對
象
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
、
全
く
現
實
を
無
硯
し
た
、
古
典
の
観
念
的

世
界
の
軍
な
る
祀
述
と
の
み
は
い
い
き
れ
ず
、
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
祀
述
と
主
張
を
可
能

と
す
る
よ
う
な
、
宗
族
的
性
格
の
祗
會
的
基
盤
が
、
形
を
鍵
え
つ
つ
も
、
の
ち
の
ち
ま
で
も

一
般
の
肚
會
の
基
底
に
生
き
て
作
用
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
・
こ
の
こ
と
は
、
郡

縣
制
の
積
年
の
弊
害
を
改
め
る
た
め
に
、
地
方
宮
の
世
襲
と
、
氏
族
的
秩
序
に
よ
る
人
民
の

組
織
化
の
必
要
を
説
い
て
、
「
封
建
」
の
意
を
「
郡
縣
」
の
な
か
に
寓
す
べ
き
こ
と
を
論
じ

た
、
顧
炎
武
の
郡
縣
論
九
篇
か
ら
も
明
瞭
に
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
昭
和
三
十
五
年

二
月
、
弘
文
堂
刊
行
、
増
淵
龍
夫
著
『
中
國
古
代
の
祗
會
と
國
家
』
、
第
三
篇
第
二
章
「
先

秦
時
代
の
封
建
と
郡
縣
」
）
。

⑯
銭
穆
『
先
秦
諸
子
繋
年
』
に
よ
る
。
な
お
、
慎
到
は
趙
の
人
で
、
初
期
法
家
学
者
の
一
人
。

『
史
記
』
孟
筍
列
傳
等
参
照
。

⑰
銭
穆
『
先
秦
諸
子
繋
年
』
。

⑱
愼
子
日
、
飛
龍
乘
雲
、
騰
蛇
遊
霧
、
雲
罷
霧
霧
、
而
龍
蛇
與
蟆
鎧
同
美
、
則
失
其
所
乘
也
、

賢
人
而
訓
於
不
肯
者
、
則
權
輕
位
卑
也
、
不
肯
而
能
服
於
賢
者
、
則
權
重
位
尊
也
、
堯
爲
匹

夫
不
能
治
三
人
、
而
桀
爲
天
子
能
凱
天
下
、
吾
以
此
知
勢
位
之
足
侍
、
而
賢
智
之
不
足
慕
也
、

夫
弩
弱
而
矢
高
者
、
激
於
風
也
、
身
不
肯
而
令
行
者
、
得
助
於
衆
也
、
堯
教
於
隷
属
而
民
不

鶏
、
至
於
南
面
而
王
天
下
、
令
則
行
、
禁
則
止
、
由
此
観
之
、
賢
智
未
足
以
服
衆
、
而
勢
位

足
以
訓
賢
者
也
Ｉ
『
韓
非
子
』
巻
第
十
七
、
難
勢
第
四
十
。

⑲
顧
炎
武
（
一
六
一
三
～
八
二
）
、
『
日
和
録
』
巻
二
十
二
、
郡
縣
。

⑳
伊
藤
計
「
後
王
思
想
研
究
Ｉ
筍
子
の
歴
史
観
の
角
度
か
ら
の
一
考
察
ｌ
」
（
京
都
大
学
文

学
部
中
国
哲
学
史
研
究
室
、
一
九
六
六
年
刊
『
中
国
の
文
化
と
社
会
』
⑫
）
。

五
七
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な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

⑳
呂
不
草
自
度
梢
侵
、
恐
詠
、
「

⑳
郭
沫
若
『
十
批
判
書
』
（
科
学
出
版
社
、
一
九
五
六
年
刊
）
四
五
五
頁
参
照
。
こ
こ
に
は
、

呂
不
章
と
秦
の
始
皇
の
相
反
す
る
と
こ
ろ
を
十
八
項
目
に
分
け
て
あ
げ
て
あ
る
。
し
か
し

こ
こ
で
は
そ
れ
ら
が
、
本
質
的
な
相
違
か
、
現
象
面
の
も
の
か
に
つ
い
て
の
検
討
が
十
分
に

呂
不
章
と
秦
の
覇
業
（
久
富
木
成
大
）

乃
飲
醜
而
死
Ｉ
『
史
記
』
呂
不
章
列
傳
第
二
十
五
。

五
八


